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第１章 総則 

 

（約款の適用） 

第１条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約約款（料金表を含みます。以下「約款」といいます。）を定め、

これによりＩＰ通信網サービスを提供します。 

 

（約款の変更） 

第２条 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後

の約款によります。 

 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。 

用   語 用 語 の 意 味 

１ 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 

２ 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信

設備を他人の通信の用に供すること 

３ ＩＰ通信網 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプ

ロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備（送信

の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備およびこれと一体と

して設置される交換設備並びにこれらの付属をいいます。以下同じと

します。） 

４ ＩＰ通信網サービス ＩＰ通信網を使用して行う電気通信サービス 

５ ＩＰ通信網サービス

取扱局 

電気通信設備を設置し、それによりＩＰ通信網サービスに関する業務

を行う当社の事業所 

６ 特定サービス取扱局 ＩＰ通信網サービス取扱局であって、当社が別に定める事業所 

７ ＩＰ通信網サービス

取扱所 

(1) ＩＰ通信網サービスに関する契約事務を行う当社の事業所 

(2) 当社の委託によりＩＰ通信網サービスに関する契約事務を行う者

の事業所 

８ 取扱局交換設備 ＩＰ通信網サービス取扱局に設置される交換設備（その交換設備に接

続される設備などを含みます。） 

９ 第１種ＩＰ通信網サ

ービス契約 

当社から第１種ＩＰ通信網サービスの提供を受けるための契約 

10 第１種ＩＰ通信網サ

ービス契約者 

当社と第１種ＩＰ通信網サービス契約を締結している者 

11 第２種ＩＰ通信網サ

ービス契約 

当社から第２種ＩＰ通信網サービスの提供を受けるための契約 

12 第２種ＩＰ通信網サ

ービス契約者 

当社と第２種ＩＰ通信網サービス契約を締結している者 

13 ＩＰ通信網サービス

契約者 

第１種ＩＰ通信網サービス契約者および第２種ＩＰ通信網サービス契

約者 

14 ＩＰ通信網サービス

契約 

当社からＩＰ通信網サービスの提供を受けるための契約 

15 契約者回線 ＩＰ通信網サービス契約に基づいてＩＰ通信網サービス取扱局内に設

置された取扱局交換設備と、ＩＰ通信網サービス申込者が指定する場所

に設置する電気通信設備または当該ＩＰ通信網サービス取扱局内の当

社が指定する場所との間に設置される電気通信回線 

16 相互接続点 

 

 

 

 

当社と当社が別に定める電気通信事業者（電気通信事業法（昭和 59 年

法律第 86 号。以下「事業法」といいます。）第９条の規定により登録を

受けた者または事業法第 16 条の規定により届出をした者をいいます。

以下同じとします。）との間の相互接続協定（当社が別に定める電気通

信事業者との間で電気通信設備の接続に関し締結した協定をいいま 
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 す。）に基づく接続に係る電気通信設備の接続点 

17 協定事業者 当社と相互接続協定を締結している当社が別に定める電気通信事業者 

18 他社接続回線 

 

相互接続点を介して、当社のＩＰ通信網と相互に接続する電気通信回線

であって、協定事業者が設置するもの 

19 インターネット接続

事業者 

主としてインターネットプロトコルにより、本邦外の他の事業者との

接続サービスを提供する電気通信事業者 

20 契約者回線など (1) 契約者回線 

(2) 相互接続点（この欄の(4)に規定するものを除きます。） 

(3) インターネット接続事業者との相互接続点 

(4) 当社が設置する電気通信設備とＮＳＰＩＸＰとの接続点 

(5) その他当社が必要により設置する電気通信設備 

21 独自ドメイン名 ＩＰ通信網サービス契約者が所有するドメイン名（株式会社日本レジ

ストリサービスなど（以下「ＪＰＲＳなど」といいます。）によって割

り当てられる組織を示す名称をいいます。以下同じとします。） 

22 回線接続装置 契約者回線の終端となる電気通信設備であって、１の部分の設置の場

所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ずる区域内を含み

ます。）または同一の建物内であるもの 

23 配線設備 引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線であって、１

の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内（これに準ず

る区域内を含みます。）または同一の建物内であるもの 

24 回線終端装置 契約者回線の終端の場所に当社が設置する装置（回線接続装置を除きま

す。） 

25 自営端末設備 ＩＰ通信網サービス契約者が設置する端末設備 

26 自営電気通信設備 当社が別に定める電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備で

あって、端末設備以外のもの 

27 技術基準等 端末設備等規則（昭和 60 年郵政省令第 31 号）および端末設備などの

接続に係るＩＰ通信網サービスにおける基本的技術事項 

28 引込柱 契約者回線の終端に最も近い距離にある電柱など 

29 引込線 契約者回線のうち、引込柱から保安器および端子までの間の線路（保

安器およびアース棒を含みます。） 

30 消費税相当額 消費税法（昭和 63 年法律第 108 号）および同法に関する法令の規定に

基づき課税される消費税の額並びに地方税法（昭和 25年法律第 226 号）

および同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 
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第２章 ＩＰ通信網サービスの種類など 

 

（ＩＰ通信網サービスの種類） 

第４条 ＩＰ通信網サービスには、次の種類があります。 

種   類 内           容 

１ 第１種ＩＰ通信網サービス 当社契約者回線（第２種ＩＰ通信網サービス以外のものとします。）

を利用して提供するＩＰ通信網サービス 

２ 第２種ＩＰ通信網サービス 当社契約者回線の終端がＩＰ通信網サービス取扱局内に終端され

るＩＰ通信網サービス 

 

（ＩＰ通信網サービスの品目など） 

第５条 ＩＰ通信網サービスには、料金表第１表（料金）に規定する品目などがあります。 
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第３章 ＩＰ通信網サービスの通信モード 

 
（ＩＰ通信網サービスの通信モード） 

第６条 ＩＰ通信網サービスには、次の通信モードがあります。 

種 類 内   容 

データモード 符号または映像の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの 

ボイスモード 音響の伝送交換を利用目的とした通信を行うことができるもの 
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第４章 ＩＰ通信網サービスの提供区域 

 

（ＩＰ通信網サービスの提供区域） 

第７条 当社のＩＰ通信網サービスは、当社が別に定める提供区域において提供します。 

 

（注）本条に規定する提供区域は、別記１に定めるものとします。 
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第５章 契約 

 

第１節 第１種ＩＰ通信網サービスに係る契約 

 

（契約の種別） 

第８条 第１種ＩＰ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。 

(1) 第１種ＩＰ通信網サービス契約 

 

（契約の単位） 

第９条 当社は、契約者回線１回線ごとに１の第１種ＩＰ通信網サービス契約を締結します。この場合、

第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、１の第１種ＩＰ通信網サービス契約につき１人に限ります。 

ただし、ボイスモードの提供については、データモードに係るＩＰ通信網サービス契約者に限り提供

します。 

 

（契約者回線の終端） 

第 10 条 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者が指定した場所内の建物もしくは工作物において、当

社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点に回線接続装置を設置し、これを契

約者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、第１種ＩＰ通信網サービス契約者と協議します。 

 

（収容区域および加入区域） 

第 11 条 当社は、料金表第１表（料金）に定めるところにより収容区域および加入区域を設定します。 

 

（ＩＰ通信網サービス取扱局） 

第 12 条 契約者回線は、その契約者回線の終端のあるＩＰ通信網サービス取扱局に収容します。 

２ 当社は、別に定める規定による場合のほか、技術上およびＩＰ通信網サービスに関する業務の遂行上

やむを得ない理由があるときは、ＩＰ通信網サービス取扱局を変更することがあります。 

 

（注）本条に規定する別に定める規定による場合は、当社の設置した電気通信設備を修理または復旧する

場合とします。 

 

（第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の方法） 

第 13 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書をＩＰ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

(1) ＩＰ通信網サービスの種類 

(2) 第１種ＩＰ通信網サービスの通信モード、品目など 

(3) 契約者回線の終端の場所 

(4) その他第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾） 

第 14 条 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第１種ＩＰ通信網サービス契約の申込みを承

諾しないことがあります。 

(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 申込みをした者がＩＰ通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または

怠るおそれがあるとき。 

(3) その他ＩＰ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 



7 

（最低利用期間） 

第 15 条 第１種ＩＰ通信網サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用期間があ

ります。 

２ 前項の最低利用期間は、第１種ＩＰ通信網サービスの提供を開始した日から起算して１年間とします。 

３ 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、前項の最低利用期間内に第１種ＩＰ通信網サービス契約の解除

または第１種ＩＰ通信網サービスの品目などの変更があった場合は、当社が定める期日までに、料金表

第１表（料金）に規定する額を一括して支払っていただきます。 

 

（ＩＰ電話番号） 

第 16 条 当社は、ボイスモードに係る第１種ＩＰ通信網サービス契約ごとにＩＰ電話番号（電気通信番号

規則（平成９年郵政省令第 82 号）第 10 条第２号に定める電気通信番号をいいます。以下同じとします。）

を提供します。 

 

（品目などの変更） 

第 17 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、第１種ＩＰ通信網サービスの品目などの変更の請求をする

ことができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条（第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。 

 

（契約者回線の移転） 

第 18 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、契約者回線の移転の請求をすることができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 14 条（第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。 

 

（契約者回線の異経路） 

第 19 条 当社は、ＩＰ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上支障がない場合において、第１種ＩＰ

通信網サービス契約者の請求に基づき、その契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路（以下

「異経路」といいます。）により設置します。 

 

（契約者回線の利用の一時中断） 

第 20 条 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、契約者回線の利用の一時中

断（その第１種ＩＰ通信網サービス契約に係る設備などを他に転用することなく一時的に利用できなく

することをいいます。以下同じとします。）を行います。 

 

（その他の第１種ＩＰ通信網サービス契約内容の変更） 

第 21 条 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、第 13 条（第１種ＩＰ通信

網サービス契約申込の方法）第４号に規定する第１種ＩＰ通信網サービス契約内容の変更を行います。 

２ 前項の請求があったときは、当社は、第 14 条（第１種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾）の規定に

準じて取り扱います。 

 

（第１種ＩＰ通信網サービス契約に基づく権利の譲渡の禁止） 

第 22 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約者が第１種ＩＰ通信網サービス契約に基づいて第１種ＩＰ通信

網サービスの提供を受ける権利は、譲渡することはできません。 

 

（第１種ＩＰ通信網サービス契約者が行う第１種ＩＰ通信網サービス契約の解除） 

第 23 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、第１種ＩＰ通信網サービス契約を解除しようとするときは、

そのことをあらかじめＩＰ通信網サービス取扱所に書面により通知していただきます。 
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（当社が行う第１種ＩＰ通信網サービス契約の解除） 

第 24 条 当社は、第 41条（利用停止）各号の規定により第１種ＩＰ通信網サービスの利用停止をされた

第１種ＩＰ通信網サービス契約者がなおその事実を解消しないとき、その第１種ＩＰ通信網サービス契

約を解除することがあります。 

２ 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者が第 41 条（利用停止）第１項各号の規定のいずれかに該当

する場合に、その事実がＩＰ通信網サービスに関する当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認

められるときは、前項の規定にかかわらず、第１種ＩＰ通信網サービスの利用停止をしないでその第１

種ＩＰ通信網サービス契約を解除することがあります。 

３ 当社は、前２項の規定により、その第１種ＩＰ通信網サービス契約を解除しようとするときは、あら

かじめ第１種ＩＰ通信網サービス契約者にそのことを通知します。 
 

（その他の提供条件） 

第 25 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が別に定めるところ

によります。 

 

（注）本条に規定する別に定める内容は、別記２および別記３に定めるものとします。 
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第２節 第２種ＩＰ通信網サービスに係る契約 

 

（契約の種別） 

第 26 条 第２種ＩＰ通信網サービスに係る契約には、次の種別があります。 

(1) 第２種ＩＰ通信網サービス契約 

 

（契約の単位） 

第 27 条 当社は、契約者回線１回線ごとに１の第２種ＩＰ通信網サービス契約を締結します。この場合、

第２種ＩＰ通信網サービス契約者は、１の第２種ＩＰ通信網サービス契約につき１人に限ります。 

 

（契約者回線の終端） 

第 28 条 当社は、ＩＰ通信網サービス取扱局（当社が指定したＩＰ通信網サービス取扱局とします。）内

の建物もしくは工作物において、当社の線路から原則として最短距離にあって、堅固に施設できる地点

に端子を設置し、これを契約者回線の終端とします。 

２ 当社は、前項の地点を定めるときは、第２種ＩＰ通信網サービス契約者と協議します。 

 

（第２種ＩＰ通信網サービス契約申込の方法） 

第 29 条 第２種ＩＰ通信網サービス契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所

定の契約申込書をＩＰ通信網サービス取扱所に提出していただきます。 

(1) ＩＰ通信網サービスの種類 

(2) 第２種ＩＰ通信網サービスの品目など 

(3) 契約者回線の終端の場所（その契約者回線が終端するＩＰ通信網サービス取扱局） 

(4) その他第２種ＩＰ通信網サービス契約申込の内容を特定するために必要な事項 

 

（第２種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾） 

第 30 条 当社は、第２種ＩＰ通信網サービス契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾

します。 

２ 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、その第２種ＩＰ通信網サービス契約の申込みを承

諾しないことがあります。 

(1) 申込みのあった契約者回線を設置し、または保守することが技術上著しく困難なとき。 

(2) 申込みをした者がＩＰ通信網サービスの料金または工事に関する費用の支払いを現に怠り、または

怠るおそれがあるとき。 

(3) 品目が 128kbps のものに係る品目の変更であるとき。 

(4) その他ＩＰ通信網サービスに関する当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 

 

（最低利用期間） 

第 31 条 第２種ＩＰ通信網サービスには、料金表第１表（料金）に定めるところにより最低利用期間があ

ります。 

２ 前項の最低利用期間は、第２種ＩＰ通信網サービスの提供を開始した日から起算して１年間（品目が

128kbps のものは１月間）とします。 

３ 第２種ＩＰ通信網サービス契約者は、前項の最低利用期間内に第２種ＩＰ通信網サービス契約の解除

があった場合は、当社が定める期日までに、料金表第１表（料金）に規定する額を一括して支払ってい

ただきます。 

 

（品目などの変更） 

第 32 条 第２種ＩＰ通信網サービス契約者は、第２種ＩＰ通信網サービスの品目などの変更の請求をする

ことができます。 

２ 当社は、前項の請求があったときは、第 30 条（第２種ＩＰ通信網サービス契約申込の承諾）の規定に
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準じて取り扱います。 

 

（その他の提供条件） 

第 33 条 契約者回線の利用の一時中断、その他の契約内容の変更、権利の譲渡の禁止、第２種ＩＰ通信網

サービス契約者が行う第２種ＩＰ通信網サービス契約の解除および当社が行う第２種ＩＰ通信網サービ

ス契約の解除に関する取扱いについては第１種ＩＰ通信網サービス契約の場合に準ずるものとします。 

２ 前項に規定するほか、第２種ＩＰ通信網サービス契約に関するその他の提供条件については、当社が

別に定めるところによります。 

 

（注）本条に規定する別に定める内容は、別記２および別記３に定めるものとします。 
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第６章 付加機能 

 

（付加機能の提供） 

第 34 条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者から付加機能の利用の請求があったときは、次の場合を除き、

料金表第１表（料金）に定めるところにより付加機能を提供します。 

(1) 付加機能の提供を請求したＩＰ通信網サービス契約者が、付加機能利用料の支払いを現に怠り、ま

たは怠るおそれがあるとき。 

(2) 付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難であるなど、ＩＰ通信網サ

ービスに関する当社の業務の遂行上支障があるとき。 

 

（付加機能の廃止） 

第 35 条 当社は次の場合には付加機能を廃止します。 

(1) その付加機能の提供を受けているＩＰ通信網サービス契約者から、ＩＰ通信網サービス契約の解除

または付加機能の廃止の申し出があったとき。 

(2) 当社は、料金表第１表（料金）に別段の定めがあるときは、その付加機能の廃止を行うことがあり

ます。 
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第７章 回線接続装置などの提供など 

 

（回線接続装置などの提供） 

第 36 条 当社は、第 1種ＩＰ通信網サービスの提供に必要となる回線接続装置などを、料金表第２表（回

線接続装置など使用料）に定めるところにより当社が、提供します。 

２ 当社は、第 1種ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、配線設備を料金表第２表（回線

接続装置など使用料）に定めるところにより当社が、提供します。 

 

（回線接続装置などの移転） 

第 37 条 当社は、第 1種ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装

置などの移転を行います。 

 

（回線接続装置などの利用の一時中断および利用中止） 

第 38 条 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、当社が提供する回線接続装

置などの利用の一時中断（その回線接続装置などを他に転用することなく一時的に利用できないように

することをいいます。以下同じとします。）を行います。 
２ 当社は、保守上または工事上やむを得ないときは、回線接続装置などの利用を中止することがありま

す。 

３ 当社は、前項の規定により回線接続装置などの利用を中止するときは、あらかじめそのことを第 1 種

ＩＰ通信網サービス契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 
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第８章 回線相互接続 

 

（当社または他社の電気通信回線との接続） 

第 39 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端においてまたはその終端に接続されている

電気通信設備を介して、その契約者回線と当社または当社が別に定める電気通信事業者が設置する電気

通信サービスに係る電気通信回線との接続の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電

気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他そ

の接続の請求の内容を特定するための事項について記載した当社所定の書面をＩＰ通信網サービス取

扱所に提出していただきます。 

２ 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社または

当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料金表などによりその接続が制限される場合また

はその他社回線に係る電気通信事業者の承諾が得られない場合を除いて、その請求を承諾します。この

場合において、当社は、相互に接続した電気通信回線により行う通信について、その品質を保証しませ

ん。 
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第９章 利用中止など 

 

（利用中止） 

第 40 条 当社は、次の場合には、そのＩＰ通信網サービスの利用を中止することがあります。 

(1) 当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないとき。 

(2) 第 43 条（通信利用の制限）の規定により、通信利用を中止するとき。 

２ 当社は、前項の規定によりＩＰ通信網サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことをＩＰ

通信網サービス契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

 

（利用停止） 

第 41 条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者が次のいずれかに該当するときは、６か月以内で当社が定め

る期間（そのＩＰ通信網サービスの料金その他の債務（この約款の規定により、支払いを要することと

なったＩＰ通信網サービスの料金、工事に関する費用または割増金などの料金以外の債務をいいます。

以下この条において同じとします。）を支払わないときは、その料金、その他の債務が支払われるまで

の間)､そのＩＰ通信網サービスの利用を停止することがあります。 

(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。 

(2) 第 66 条（利用に係るＩＰ通信網サービス契約者の義務）の規定に違反したとき。 

(3) 当社の承諾を得ずに契約者回線に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線または当社の提供す

る電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 

(4) 別に定める規定に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、またはその検査の結果、技術基

準等に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備を契約者回線から取り外

さなかったとき。 

２ 当社は、前項の規定によりＩＰ通信網サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用

停止をする日および期間をＩＰ通信網サービス契約者に通知します。 

 

（注）本条第１項第４号に規定する別に定める規定は、別記６および別記８に定めるものとします。 

 

（接続休止） 

第 42 条 当社は、相互接続協定に基づく相互接続の一時停止または相互接続協定の解除もしくは相互接続

協定に係る協定事業者の電気通信事業の休止により、ＩＰ通信網サービス契約者が当社のＩＰ通信網サ

ービスを全く利用できなくなったときは、そのＩＰ通信網サービスについて接続休止（そのＩＰ通信網

サービスに係る電気通信設備を他に転用することを条件としてそのＩＰ通信網サービスを一時的に利

用できなくすることをいいます。以下同じとします。）とします。 

ただし、そのＩＰ通信網サービスについて、ＩＰ通信網サービス契約者から利用の一時中断の請求ま

たはＩＰ通信網サービス契約の解除の通知があったときは、この限りではありません。 

２ 当社は、前項の規定により接続休止しようとするときは、あらかじめ、そのＩＰ通信網サービス契約

者にそのことを通知します。 

３ 第１項の接続休止の期間は、その接続休止をした日から起算して１年間とし、その接続休止の期間を

経過した日において、そのＩＰ通信網サービス契約は解除されたものとして取り扱います。この場合は、

そのＩＰ通信網サービス契約者にそのことを通知します。 
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第 10 章 通信 

 

（通信利用の制限） 

第 43 条 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがある場合で必要と認め

たときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給の確保または秩序の維持のために

必要な事項を内容とする通信および公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に

取り扱うため、次に掲げる機関に係る契約者回線（当社がそれらの機関との協議により定めたものに限

ります。）以外のものによる通信の利用を中止する措置をとることがあります。 

機    関    名 

気象機関 

水防機関 

消防機関 

災害救助機関 

警察機関（海上保安機関を含みます。以下同じとします。） 

防衛機関 

輸送の確保に直接関係がある機関 

通信の確保に直接関係がある機関 

電力の供給の確保に直接関係がある機関 

ガスの供給の確保に直接関係がある機関 

水道の供給の確保に直接関係がある機関 

選挙管理機関 

当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者および通信社の機関 

預貯金業務を行う金融機関 

国または地方公共団体の機関 

２ 通信が著しくふくそうしたとき、またはその通信が発信者によりあらかじめ設定された数を超える交

換設備を経由することとなるときは、通信が相手先に着信しないことがあります。 

３ 着信が制限されるときは、通信が相手先に着信しないときがあります 

４ ボイスモードに係る通信は、通信の相手先が発信電話番号通知要請機能および当社が別に定める通信

を利用している場合は、利用することができません。 

５ １の契約者回線において、当社のＩＰ通信網サービスの提供、他の契約者のＩＰ通信網サービスの利

用または当社の電気通信設備などに著しい支障を及ぼし、もしくは及ぼすおそれがある場合は、その契

約者回線の最大符号伝送速度を制限する場合があります。 

６ 共用型の契約者回線において、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせた場合には、その契約者

回線の最大符号伝送速度を制限することがあります。 

７ 当社は、児童ポルノ画像および映像等の閲覧について、児童ポルノアドレスリストに基づき、事前に

通知することなく、契約者の当該閲覧を制限することがあります。この場合、必要な限度で、当該画像

および映像等の閲覧と直接関係のない情報についても制限することがあります。 

 

（注）本条第７項に規定する児童ポルノアドレスリストとは、一般社団法人インターネットコンテンツセ

ーフティ協会が提供するものをいいます。 

（注）本条に規定する別に定める基準は、別記 13 に定めるものとします。 

（注）本条に規定する別に定める通信は、別記 15 に定めるものとします。 

 

（契約者回線による制約） 

第 44 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、当社または当社が別に定める電気通信事業者の契約約款および料

金表などの定めるところにより、契約者回線を使用することができない場合においては、ＩＰ通信網サ

ービスを利用することはできません。 

 

（接続通信時間の測定） 



16 

第 45 条 ボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などについては、料金表第１表（料金）に定めると

ころによります。 

 

（接続通信明細の記録） 

第 46 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、当社がボイスモード通信に係る接続通信時間の測定などのために

その接続通信の明細を記録することを承諾していただきます。 
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第 11 章 料金など 

 

第１節 料金および工事などに関する費用 

 

（料金および工事などに関する費用） 

第 47 条 当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金などは、料金表に定めるところによります。 

 

第２節 料金などの支払義務 

 

（定額利用料の支払義務） 

第 48 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、そのＩＰ通信網サービス契約に基づいて当社がＩＰ通信網サービ

スの提供を開始した日（付加機能または回線接続装置などの提供についてはその提供を開始した日）か

ら起算して、契約の解除があった日（付加機能または回線接続装置などについてはその廃止があった日）

の前日までの期間（提供を開始した日と解除または廃止のあった日が同一の日である場合は、１日間と

します。）について、当社が提供するＩＰ通信網サービスの態様に応じて料金表第１表（料金）および

料金表第２表（回線接続装置など使用料）に規定する料金のうち月額で規定されているもの（以下「定

額利用料」といいます。）の支払いを要します。 

２ 前項の期間において、利用の一時中断などによりＩＰ通信網サービスを利用することができない状態

が生じたときの定額利用料の支払いは、次によります。 

(1) 利用の一時中断をしたときは、ＩＰ通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを

要します。 

(2) 利用停止があったときは、ＩＰ通信網サービス契約者は、その期間中の定額利用料の支払いを要し

ます。 

(3) 前２号の規定によるほか、ＩＰ通信網サービス契約者は、次の場合を除き、ＩＰ通信網サービスを

利用できなかった期間中の定額利用料の支払いを要します。 

区        別 支払いを要しない料金 

１ ＩＰ通信網サービス契約者の責めによらない理

由により、そのＩＰ通信網サービスを全く利用でき

ない状態（その契約に係る電気通信設備によるすべ

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状

態と同程度の状態となる場合を含みます。）が生じ

た場合（２欄または３欄に該当する場合を除きま

す。）に、そのことを当社が知った時刻から起算し

て、24 時間以上その状態が連続したとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間（24 時間の倍数である部

分に限ります。）について、24 時間ごとに

日数を計算し、その日数に対応するそのＩ

Ｐ通信網サービスについての定額利用料 

２ 当社の故意または重大な過失によりＩＰ通信網

サービスを全く利用できない状態が生じたとき。 

そのことを当社が知った時刻以後の利用

できなかった時間について、その時間に対

応するそのＩＰ通信網サービスについて

の定額利用料 

３ 契約者回線の移転に伴って、ＩＰ通信網サービス

を利用できなくなった期間が生じたとき（ＩＰ通信

網サービス契約者の都合によりＩＰ通信網サービ

スを利用しなかった場合であって、その設備を保留

したときを除きます。）。 

利用できなくなった日から起算し、再び利

用できる状態とした日の前日までの日数

に対応するそのＩＰ通信網サービスにつ

いての定額利用料 

 

４ ＩＰ通信網サービスの接続休止をしたとき。 接続休止をした日から起算し、再び利用で

きる状態とした日の前日までの日数に対

応するそのＩＰ通信網サービスについて

の定額利用料 

３ 当社は、支払いを要しないこととされた定額利用料が既に支払われているときは、その料金を返還し

ます。 

４ 第２項の規定にかかわらず、料金表第１表（料金）および料金表第２表（回線接続装置など使用料）に
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別段の定めがある場合は、その定めるところによります。 

 

（通信料の支払義務） 

第 49 条 ＩＰ通信網サービス契約者（ボイスモードに係るものに限ります。）は、第 45 条（接続通信時

間の測定）および料金表第１表（料金）の規定に基づいて算定した通信料の支払いを要します。 

 

（工事費の支払義務） 

第 50 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、ＩＰ通信網サービス契約の申込み、または工事を要する請求をし、

その承諾を受けたときは、料金表第３表第１（工事に関する費用）に規定する工事費の支払いを要しま

す。 

ただし、工事の着手前にそのＩＰ通信網サービス契約の解除またはその工事の請求の取消し（以下こ

の節において「解除など」といいます。）があった場合は、この限りではありません。この場合、既に

その工事費が支払われているときは、当社は、その工事費を返還します。 

 

（線路設置費の支払義務） 

第 51 条 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、次の場合には、料金表第３表第２（線路設置費）に規定す

る線路設置費の支払いを要します。 

ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除などがあった場合は、この限りでは

ありません。この場合、既にその線路設置費が支払われているときは、当社は、その線路設置費を返還

します。 

(1) 契約者回線の終端が区域外（収容区域のうち加入区域以外のものをいいます。以下同じとします。）

となる第１種ＩＰ通信網サービス契約の申込みをし、その承諾を受けたとき。 

(2) 契約者回線の終端が区域外にある第１種ＩＰ通信網サービスについて、その品目の変更の請求をし、

その承諾を受けたとき。 

(3) 移転後の契約者回線の終端が区域外となる契約者回線の移転（移転後の契約者回線の終端が移転前

の契約者回線の終端と同一の構内（これに準ずる区域内を含みます。）または同一の建物内となるもの

を除きます。）の請求をし、その承諾を受けたとき。 

２ 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定に

かかわらず、解除などがあったときまでに着手した工事の部分について、その工事に要した費用を負担

していただきます。 

 

（設備費の支払義務） 

第 52 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、異経路（契約者回線を通常の経路以外の当社が指定する経路によ

り設置することをいいます。以下同じとします。）の請求または特別な電気通信設備の新設を要する申

込み（契約者回線の品目の変更または移転の請求を含みます。）をし、その承諾を受けたときは、料金

表第３表第３（設備費）に規定する設備費の支払いを要します。 

ただし、契約者回線の設置などの工事の着手前にその契約の解除などがあった場合は、この限りでは

ありません。この場合、既にその設備費が支払われているときは、当社は、その設備費を返還します。 

２ ＩＰ通信網サービス契約者は、工事の着手後完了前に解除などがあった場合は、前項の規定にかかわ

らず、その工事に関して解除などがあったときまでに着手した工事（解除などを行う前に設備費の支払

いを要することとなっている部分に限ります。）の部分について、その工事に要した費用を負担してい

ただきます。 

 

第３節 料金の計算方法など 

 

（料金の計算方法など） 

第 53 条 料金の計算方法並びに料金および工事に関する費用の支払方法は、料金表通則に定めるところに

よります。 



19 

 

第４節 保証金 

 

（保証金） 

第 54 条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者（新たに契約者となる者を含みます。以下この条において同

じとします。）が次のいずれかに該当する場合には、定額利用料の３ヶ月分に相当する額を超えない範囲

で当社が別に定める条件に従って保証金を預けていただくことがあります。 

(1) ＩＰ通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信サービスの料金について、支払期日

を経過してもなお支払わなかった場合 

(2) 支払期日を経過してもなお料金を支払わないことが予想される場合 

２ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約が消滅した場合には、保証金をＩＰ通信網サービス契約者が支払う

べき料金に充当し、その残額を返還します。 

 

（注）本条第１項に規定する当社が別に定める条件は、保証金に利息を付さないことを条件として預けて

いただくこととします。 

 

第５節 割増金および延滞利息 

 

（割増金） 

第 55 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、料金または工事に関する費用の支払いを不法に免れた場合は、そ

の免れた額のほか、その免れた額（消費税相当額を加算しない額とします。）の２倍に相当する額に消

費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

 

（延滞利息） 

第 56 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、料金その他の債務（延滞利息を除きます。）について支払期日を

経過してもなお支払いがない場合には、支払期日の翌日から支払いの日の前日までの期間について、年

14.5％の割合で計算して得た額を延滞利息として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。 

ただし、支払期日の翌日から計算して 10 日以内に支払いがあった場合は、この限りではありません。 

 

第６節 情報提供事業者に係る債権の譲受など 

 

（情報提供事業者に係る債権の譲受など） 

第 57 条 情報提供事業者（当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。）と有料

情報サービスなど（ＩＰ通信網サービスを利用することにより有料で情報などの提供を受けることがで

きるサービスをいいます。以下この条において同じとします。）に係る契約を締結しているＩＰ通信網サ

ービス契約者（第１種ＩＰ通信網サービス契約であって、共用型 type 1（10Mbps）または共用型 type 2

クラスⅠに係るもので当社が別に定める者に限ります。以下この条において同じとします。）は、その利

用規約に定めるところにより当社に譲り渡すこととされた情報提供事業者の債権を譲り受け、当社が請

求することを承認していただきます。この場合、当社および情報提供事業者は、ＩＰ通信網サービス契

約者への個別の通知または譲渡承認の請求を省略するものとします。 

２ 前項の場合において、当社は、譲り受けた債権を当社が提供するＩＰ通信網サービスの料金とみなし

て取り扱います。 

３ 当社は、有料情報サービスなどで提供される情報の内容など当社の責めによらない理由による損害に

ついては、責任を負いません。 

 

（情報提供事業者が定める料金などの滞納通知） 

第 58 条 当社は、前条の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を当社が定める支払期日までに支払

わないときは、その料金の支払いがない旨などを情報提供事業者に通知することがあります。 
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第 12 章 保守 

 

（当社の維持責任） 

第 59 条 当社は、当社が設置した電気通信設備を、事業用電気通信設備規則（昭和 60 年郵政省令第 30

号）に適合するよう維持します。 

 
（契約者の維持責任） 

第 60 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備を、技術基準等に適合する

よう維持していただきます。 

 

（契約者の切分責任） 

第 61 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、自営端末設備または自営電気通信設備が契約者回線に接続されて

いる場合であって、当社のＩＰ通信網サービスを利用することができなくなったときは、その自営端末

設備または自営電気通信設備に故障のないことを確認のうえ、当社に修理の請求をしていただきます。 

２ 前項の確認に際して、ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、当社は、ＩＰ通信網サー

ビス取扱局において試験を行い、その結果をＩＰ通信網サービス契約者にお知らせします。 

３ 当社は、前項の試験により当社が設置した電気通信設備に故障がないと判定した場合において、ＩＰ

通信網サービス契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備または自営

電気通信設備にあったときは、ＩＰ通信網サービス契約者にその派遣に要した費用を負担していただき

ます。 

 

（注）本条は、自営端末設備または自営電気通信設備について当社と保守契約を締結しているＩＰ通信網

サービス契約者は適用しません。 

 

（修理または復旧の順位） 

第 62 条 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、または滅失した場合に、その全部を修理し、ま

たは復旧することができないときは、第 43 条（通信利用の制限）の規定により優先的に取り扱われる

通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し、または復旧します。この場合にお

いて、第１順位および第２順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議によ

り定めたものに限ります。 

順 位 修理または復旧する電気通信設備 

１ 

気象機関に設置されるもの 
水防機関に設置されるもの 
消防機関に設置されるもの 
災害救助機関に設置されるもの 
警察機関に設置されるもの 
防衛機関に設置されるもの 
輸送の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 
通信の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 
電力の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 

２ 

ガスの供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 
水道の供給の確保に直接関係のある機関に設置されるもの 
選挙管理機関に設置されるもの 
当社が別に定める基準に該当する新聞社、放送事業者または通信社の機関に設置
されるもの 
預貯金業務を行う金融機関に設置されるもの 
国または地方公共団体の機関に設置されるもの（第１順位となるものを除きま
す。） 

３ 第１順位および第２順位に該当しないもの 
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（注）本条の表中第２順位に規定する別に定める基準は、別記 13 に定めるものとします。 

（注）当社は当社の設置した電気通信設備を修理または復旧するときは、故障または滅失した契約者回線

について、暫定的にＩＰ通信網サービス取扱局を変更することがあります。 
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第 13 章 損害賠償 

 

（責任の制限） 

第 63 条 当社は、ＩＰ通信網サービスを提供すべき場合において、当社または協定事業者の責めに帰すべ

き理由によりその提供をしなかったときは、そのＩＰ通信網サービスが全く利用できない状態（当該契

約に係る電気通信設備による全ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場

合を含みます。以下この条において同じとします。）にあることを当社が知った時刻から起算して、24

時間以上その状態が連続したときに限り、ＩＰ通信網サービス契約者の損害を賠償します。 

ただし、協定事業者がその契約約款および料金表などに定めるところによりその損害を賠償する場合

は、この限りでありません。 

２ 前項の場合において、当社は、ＩＰ通信網サービスが全く利用できない状態にあることを当社が知っ

た時刻以後のその状態が連続した時間（24 時間の倍数である部分に限ります。以下この条において同じ

とします。）に対応する当該ＩＰ通信網サービスに係る料金表第１表（料金）（ユニバーサルサービス料

を除きます。）および料金表第２表（回線接続装置など使用料）に規定する定額利用料（そのＩＰ通信

網サービスの一部が全く利用できない状態の場合は、その部分に係る料金額）を発生した損害とみなし、

その額に限って賠償します。 

３ 本条第２項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料金額の算定にあたっ

ては、料金表通則の規定に準じて取扱います。 

４ 当社の故意または重大な過失によりＩＰ通信網サービスの提供をしなかったときは、前３項の規定は

適用しません。 

 

（免責） 

第 64 条 当社は、ＩＰ通信網サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理または復旧の

工事にあたって、ＩＰ通信網サービス契約者に関する土地、建物その他の工作物などに損害を与えた場

合に、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その損害を賠償しません。 

２ 当社は、この約款などの変更により自営端末設備または自営電気通信設備の改造または変更（以下こ

の条において「改造など」といいます。）を要することとなる場合であっても、その改造などに要する

費用については負担しません。 

ただし、別表に定めるＩＰ通信網サービスにおける基本的な技術的事項（以下この条において「技術

的事項」といいます。）の規定の変更（取扱局交換設備の変更に伴う技術的事項の規定の適用の変更を

含みます。）により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備または自営電気通信設備の改造な

どを要する場合は、当社は、その改造などに要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担

します。 
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第 14 章 雑則 

 

（承諾の限界） 

第 65 条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾する

ことが技術的に困難なとき、または保守することが著しく困難であるなど、ＩＰ通信網サービス契約に

関する当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、そ

の理由をその請求をした者に通知します。 

ただし、この約款において別段の定めがある場合には、その定めるところによります。 

 

（利用に係るＩＰ通信網サービス契約者の義務） 

第 66 条 ＩＰ通信網サービス契約者は、次のことを守っていただきます。 

(1) 当社がＩＰ通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取りはずし、変更し、分

解し、もしくは損壊し、またはその設備に線条その他の導体を連絡しないこと。 

ただし、天災、事変その他の非常事態に際して保護する必要があるとき、または自営端末設備もし

くは自営電気通信設備の接続もしくは保守のため必要があるときは、この限りではありません。 

(2) 通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 

(3) ＩＰ通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社がＩ

Ｐ通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加物品などを取り付けないこと。 

(4) 当社がＩＰ通信網サービス契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって、保

管すること。 

(5) 他人の著作権その他の権利を侵害する、公序良俗に反する、または法令に反する態様でＩＰ通信網

サービスを利用しないこと。 

なお、別記 15 に定める禁止事項に抵触すると当社が判断した場合には、本稿の義務違反があるものと

みなします。 

２ ＩＰ通信網サービス契約者は、前項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、または毀損したときは、

当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事などに必要な費用を支払っていただきます。 

 

（サービスの提供範囲など） 

第 67 条 当社は、この約款の規定によるＩＰ通信網サービスを本邦内に限り提供します。 

２ 相互接続点またはＮＳＰＩＸＰ（ＷＩＤＥプロジェクトによる商用インターネットの相互接続に関す

る研究のために設置された電気通信設備をいいます。以下この条において同じとします。）との接続点

において接続を行う場合に、当社が提供するＩＰ通信網サービスの範囲は、その相互接続点またはＮＳ

ＰＩＸＰとの接続点までとします。この場合において、当社は、その相互接続点またはＮＳＰＩＸＰと

の接続点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質を保証しません。 

３ ＩＰ通信網サービス契約の申込みの承諾を受けた者は、当社が別に定めるところによるインターネッ

ト接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、そのＩＰ通信網サー

ビス契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなるインターネット接続事業者の債権を譲

り受けたものとして、この約款に基づきその料金を請求することを承認していただきます。 

 

（ＩＰ通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など） 

第 68 条 ＩＰ通信網サービス契約者からの契約者回線（契約者回線の終端となる回線接続装置などを含み

ます。）の設置場所の提供などについては、別に定めるところによります。 

 

（注）本条に規定する別に定める内容は、別記４に定めるところによります。 

 

（技術的事項および技術資料の閲覧） 

第 69 条 ＩＰ通信網サーヒスにおける基本的な技術的事項は、別表に定めるところによります。 

２ 当社は、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所において、ＩＰ通信網サービスを利用するうえで
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参考となる当社が別に定める事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 

 

（注）本条第２項に規定する別に定める事項は、別記 14 に定めるところによります。 

 

（情報などの削除など） 

第 70 条 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者の利用が当社が別記 15 に定める禁止事項の各号に該当する

場合、当該利用に関し他者から当社に対しクレーム、請求などが為され、かつ当社が必要と認めた場合、

またはその他の理由でＩＰ通信網サービスの運営上不適当と当社が判断した場合は、当該ＩＰ通信網サ

ービス契約者に対し、次の措置のいずれか、またはこれらを組み合わせて講ずることがあります。 

(1) 当社が別記 15 に定める禁止事項の各号に該当する行為をやめるように要求します。 

(2) 他者との間で、クレームなどの解消のための協議を行うよう要求します。 

(3) ＩＰ通信網サービス契約者に対して、表示した情報の削除を要求します。 

(4) 事前に通知することなく、ＩＰ通信網サービス契約者が発信または表示する情報の全部もしくは一

部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置きます。 

２ 前項の措置はＩＰ通信網サービス契約者の自己責任の原則を否定するものではなく、前項の規定の解

釈、運用に際しては自己責任の原則が尊重されるものとします。 

 

（法令に規定する事項） 

第 71 条 ＩＰ通信網サービスの提供または利用にあたり、法令に規定がある事項については、その定める

ところによります。 

 

（注）法令に規定がある事項については、別記５から別記８に定めるところによります。 

 

（閲覧） 

第 72 条 この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は、閲覧に供します。 

 

（事務手数料） 

第 73 条 ＩＰ通信網サービスに関する事務手数料の取扱いについては、別記９に定めるところによります。 

 

（附帯サービス） 

第 74 条 ＩＰ通信網サービスに関する附帯サービスの取扱いについては、別記 10 から別記 12 および別記

18 に定めるところによります。 

 

（専属的合意管轄裁判所） 

第 75 条 ＩＰ通信網サービス契約者と当社との間における一切の訴訟については、大阪地方裁判所または

大阪簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 
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別表１ ＩＰ通信網サービスにおける基本的な技術的事項 

 

 

１ 第１種ＩＰ通信網サービス 

 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

1.5Mbs 、 2Mbps 、

3Mbps 、 4Mbps 、

5Mbps 、 6Mbps 、

8Mbps 、10Mbps 、 
８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO 標準 IS8877 準拠） 

IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 

または 

IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 

20Mbps、30Mbps、

40Mbps、50Mbps、

60Mbps、70Mbps、

80Mbps、90Mbps、

100Mbps 

IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 

1Gbps 

F04 形単心光ファイバーコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

GI 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 

および SGI-62.5/125 準拠） 
IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 

LC 形単心光ファイバーコネクタ 

（IEC 規格 61754-20 準拠） 

GI 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 

および SGI-62.5/125 準拠） 

F04 形単心光ファイバーコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

SM 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 

準拠） 
IEEE802.3 1000BASE-LX 準拠 

LC 形単心光ファイバーコネクタ 

（IEC 規格 61754-20 準拠） 

SM 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 

準拠） 

８ピンモジュラーコネクタ 

    （ISO 標準 IS8877 準拠） 
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 

10Gbps 

LC 形単心光ファイバーコネクタ

（IEC 規格 61754-20 準拠） 

SM 形光ファイバーケーブル（JIS 規

格 C6835 の SSMA-10/125 準拠） 

IEEE802.3ae 10GBASE-LR 準拠 

IEEE802.3ae 10GBASE-ER 準拠 
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２ 第２種ＩＰ通信網サービス 

 

品 目 物 理 的 条 件 相 互 接 続 回 路 

128kbps、1.5Mbs、

2Mbps 、 3Mbps 、

4Mbps 、 5Mbps 、

6Mbps 、 8Mbps 、

10Mbps 、 ８ピンモジュラーコネクタ 

（ISO 標準 IS8877 準拠） 

IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 

または 

IEEE802.3i 10BASE-T 準拠 

20Mbps、30Mbps、

40Mbps、50Mbps、

60Mbps、70Mbps、

80Mbps、90Mbps、

100Mbps 

IEEE802.3u 100BASE-TX 準拠 

1Gbps 

F04 形単心光ファイバーコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

GI 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 

および SGI-62.5/125 準拠） 
IEEE802.3 1000BASE-SX 準拠 

LC 形単心光ファイバーコネクタ 

（IEC 規格 61754-20 準拠） 

GI 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6832 の SGI-50/125 

および SGI-62.5/125 準拠） 

F04 形単心光ファイバーコネクタ 

（JIS 規格 C5973 準拠） 

SM 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 

準拠） 
IEEE802.3 1000BASE-LX 準拠 

LC 形単心光ファイバーコネクタ 

（IEC 規格 61754-20 準拠） 

SM 形光ファイバーケーブル 

（JIS 規格 C6835 の SSMA-10/125 

準拠） 

８ピンモジュラーコネクタ 

    （ISO 標準 IS8877 準拠） 
IEEE802.3ab 1000BASE-T 準拠 
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別 記 

 

１ ＩＰ通信網サービスの提供区域 

ＩＰ通信網サービスの提供区域は、次に掲げる府県とします。 

府  県  の  区  域 

滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、福井県の一部、三重県の一部 

 

２ ＩＰ通信網サービス契約者の氏名などの変更 

(1) ＩＰ通信網サービス契約者は、その氏名、名称または住所もしくは居所または料金など請求書

の送付先の変更があったときは、そのことを速やかにＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていた

だきます。 

(2) (1)の届出があったときは、当社は、その届出のあった事実を証明する書類を提示していただく

ことがあります。 

 

３ ＩＰ通信網サービス契約者の地位の承継 

(1) 相続または法人の合併によりＩＰ通信網サービス契約者の地位の承継があったときは、相続人

または合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人は、当社所定の書面にこれを証明

する書類を添えて速やかにＩＰ通信網サービス取扱所に届け出ていただきます。 

(2) (1)の場合に、地位を承継した者が２人以上あるときは、そのうちの１人を当社に対する代表者

と定め、これを届け出ていただきます。これを変更したときも同様とします。 

(3) (2)の規定による代表者の届出があるまでの間、その地位を承継した者のうちの 1人を代表者と

して取り扱います。 

 

４ ＩＰ通信網サービス契約者からの契約者回線の設置場所の提供など 

(1) 契約者回線（その終端の場所がＩＰ通信網サービス取扱局内であるものを除きます。以下この

別記４において同じとします。）の終端のある構内（これに準ずる区域内を含みます。以下この

別記４において同じとします。）または建物内において、当社が契約者回線を設置するために必

要な場所は、そのＩＰ通信網サービス契約者から提供していただきます。 

ただし、ＩＰ通信網サービス契約者から要請があったときは、当社は、その契約者回線の設置

場所を提供することがあります。 

(2) 当社が、ＩＰ通信網サービス契約に基づいて設置する回線接続装置その他の電気通信設備に必

要な電気は、ＩＰ通信網サービス契約者から提供していただくことがあります。 

(3) ＩＰ通信網サービス契約者は、契約者回線の終端のある構内または建物内において、当社の電

気通信設備を設置するために管路などの特別な設備を要する場合は、自己の負担によりその特別

な設備を設置していただきます。 

 

５ 自営端末設備の接続 

(1) ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営端末設

備を接続するときは、その接続を請求していただきます。この場合において、事業法第 53 条第

２項（同法第 104 条第４項において準用する場合を含む。）、同法第 58 条（第 104 条第７項に

おいて準用する場合を含む。）または同法第 65 条の規定により表示が付されている端末機器以

外の自営端末設備を接続するときは、当社所定の書面によりその接続を請求していただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続が事業法施行規則第 31 条で定める場合に該当するとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当す

るときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 
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(5) ＩＰ通信網サービス契約者は、工事担任者規則（昭和 60 年郵政省令第 28 号）第４条で定める

種類の工事担任者資格者証の交付を受けている者に自営端末設備の接続に係る工事を行わせ、ま

たは実地に監督させる必要があります。 

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) ＩＰ通信網サービス契約者が、その自営端末設備を変更したときについても、前各号の規定に

準じて取り扱います。 

(7) ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営端末設備を取りはずした

ときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

６ 自営端末設備に異常がある場合などの検査 

(1) 当社は、契約者回線に接続されている自営端末設備に異常がある場合その他電気通信サービス

の円滑な提供に支障がある場合において必要があるときは、ＩＰ通信網サービス契約者に、その

自営端末設備の接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を受けることを求めることがあり

ます。この場合、ＩＰ通信網サービス契約者は、正当な理由がある場合その他事業法施行規則第

32 条第２項で定める場合を除き、検査を受けることを承諾していただきます。 

(2) (1)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(3) (1)の検査を行った結果、自営端末設備が技術基準等に適合していると認められないときは、Ｉ

Ｐ通信網サービス契約者は、その自営端末設備を契約者回線から取りはずしていただきます。 

 

７ 自営電気通信設備の接続 

(1) ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線の終端において、その契約者回線に自営電気通

信設備を接続するときは、その接続を行う場所、その自営電気通信設備を構成する機器の名称そ

の他その自営電気通信設備を特定するための事項を記載した当社所定の書面により、その接続の

請求をしていただきます。 

(2) 当社は、(1)の請求があったときは、次の場合を除き、その請求を承諾します。 

ア その接続が技術基準等に適合しないとき。 

イ その接続により当社の電気通信回線設備の保持が経営上困難となることについて、事業法

第 70 条第１項第２号による総務大臣の認定を受けたとき。 

(3) 当社は、(2)の請求の承諾にあたっては、事業法施行規則第 32 条第１項で定める場合に該当す

るときを除き、その接続が技術基準等に適合するかどうかの検査を行います。 

(4) (3)の検査を行う場合、当社の係員は、所定の証明書を提示します。 

(5) ＩＰ通信網サービス契約者は、工事担任者規則第４条で定める種類の工事担任者資格者証の交

付を受けている者に自営電気通信設備の接続に係る工事を行わせ、または実地に監督させなけれ

ばなりません。 

ただし、同規則第３条で定める場合は、この限りではありません。 

(6) ＩＰ通信網サービス契約者が、その自営電気通信設備を変更したときについても、前各号の規

定に準じて取り扱います。 

(7) ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線に接続されている自営電気通信設備を取りはず

したときは、そのことを当社に通知していただきます。 

 

８ 自営電気通信設備に異常がある場合などの検査 

契約者回線に接続されている自営電気通信設備に異常がある場合その他電気通信サービスの円

滑な提供に支障がある場合の検査については、別記６（自営端末設備に異常がある場合などの検査）

の規定に準じて取り扱います。 

 

９ 事務手数料 

ＩＰ通信網サービス契約者は、ＩＰ通信網サービス契約などの申込みの請求をし、その承諾を受

けたときは、料金表第４表（事務手数料）に規定する費用の支払いを要します。 
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10 ＩＰアドレスまたはドメイン名に係る申請手続きの代行など 

(1) 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者から請求があったときは、そのＩＰ通信網サービス契約者

に代わって株式会社日本レジストリサービスなど（以下「ＪＰＲＳなど」といいます。）にその契

約者回線で使用するＩＰアドレス（インターネットプロトコルで定められているアドレスをいい

ます。）の割当てもしくは返却またはドメイン名（ＪＰＲＳなどによって割当てられる組織を示す

名称をいいます。以下同じとします。）の割当て、変更もしくは廃止の申請手続きなどを行います。

この場合、ＩＰ通信網サービス契約者は、ＪＰＲＳなどに対して支払いを要することとなる金額

について当社が代位弁済することを承諾していただきます。 

(2) (1)の場合、ＩＰ通信網サービス契約者は、当社が料金表第５表のＡ(1)（ドメイン名申請手数

料）、料金表第５表のＡ(3)（ＩＰアドレス申請手数料）または料金表第５表のＡ(5)（その他手数

料）に規定する申請手数料を支払っていただきます。 

(3) ＩＰ通信網サービス契約者は、その契約者回線においてドメイン名またはＩＰアドレスを利用

している場合は、料金表第５表のＡ(2)（ドメインに係る維持管理料）または料金表第５表のＡ(4)

（ＩＰアドレス維持管理料）に規定する料金を支払っていただきます。 

(4) ＩＰ通信網サービス契約者は、ドメイン名を利用している場合において、ＩＰ通信網サービス

契約の解除または付加機能の廃止の申出があったときは、そのドメイン名について、速やかに指

定事業者（ＪＰＲＳなどに対しドメイン名に係る申請手続きなどの代行を行う事業者であって、

ＪＰＲＳなどが定めるものをいいます。以下この別記 10 において同じとします。）の変更または

ドメイン名の廃止の申請手続きに係る請求をしていただきます。 

(5) (4)の場合において、一定期間経過後もなお指定事業者の変更またはドメイン名の廃止の申請手

続きに係る請求が行われなかったときは、当社は、そのドメイン名の廃止の申請手続きを行いま

す。 

 

11 請求先の分割 

(1) 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者（ボイスモードを利用する者に限ります。以下この

別記 11 において同じとします。）から請求があったときは、請求先分割の取扱い（この約款の規

定により第１種ＩＰ通信網サービス契約者が当社に支払うべき利用料（料金表第１表２（料金額）

２－２（ボイスモードに係るもの）、料金表第３表２（工事費の額）(1)のイ（ボイスモードに関

する工事）および料金表第４表第２（料金額）１（番号変更手数料）に限ります。）の請求にあた

って、当社が別に定める方法により、その全部または一部を第１種ＩＰ通信網サービス契約者の

指定する他の者（以下「分割請求先」といいます。）に請求する措置をいいます。以下同じとしま

す。）を行います。 

(2) 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、請求先分割の取扱いを請求するときは、当社所定の書面

を分割請求先の同意を得て、ＩＰ通信網サービス取扱所に提出していただきます。請求先分割の

取扱いの廃止を請求する場合も同様とします。ただし、分割請求先の同意は不要とします。 

(3) 第１種ＩＰ通信網サービス契約者は、請求先分割の取扱いを受けた場合は、料金表第５表のＢ

(1)（請求先分割手数料）に規定する料金を支払っていただきます。 

(4) 分割請求先は、第 52条（料金の計算方法など）の規定に準じてその請求額を支払っていただき

ます。 

(5) 当社は、分割請求先が支払期日を経過してもなお請求額を支払わない場合には、その請求額の

支払いについては請求先分割の取扱いを行わず、第１種ＩＰ通信網サービス契約者に請求したも

のとしみなして取扱います。 

 

12 通信明細書の提供 

(1) 当社は、第１種ＩＰ通信網サービス契約者（ボイスモードを利用する者に限ります。）から請求

があったときは、そのＩＰ通信網サービス契約者に係るボイスモードの通信料明細書を当社が別

に定める方法により提供します。 
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13 新聞社などの基準 

区 分 基        準 

１ 新聞社 次の基準のすべてを備えた日刊新聞紙を発行する新聞社 

(1) 政治、経済、文化その他公共的な事項を報道し、または論議することを

目的として、あまねく発売されること。 

(2) 発行部数が１の題号について、8,000 部以上であること。 

２ 放送事業者 放送法（昭和 25 年法律第 132 号）第 2 条に規定する基幹放送事業者、基幹

放送局提供事業者および一般放送事業者（有線電気通信設備を用いて放送を

行う者は、ラジオ放送のみを行う者を除き、自主放送を行う者に限る。） 

３ 通信社 新聞社または放送事業者にニュース（１欄の基準のすべてを備えた日刊新聞

紙に掲載し、または放送事業者が放送するためのニュースまたは情報（広告

を除きます。）をいいます。）を供給することを主な目的とする通信社 

 

14 技術資料の項目 

    自営端末設備または自営電気通信設備に係る接続条件 

(1) 物理的条件 

(2) 電気的条件 

(3) 論理的条件 

(注)品目によっては、閲覧に供することができない項目があります。 

 

15 ＩＰ通信網サービスにおける禁止事項 

契約者は、ＩＰ通信網サービスの利用にあたり、以下の行為を行わないものとします。 

(1) 他人の知的財産権（特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権など）、その他の権利を侵害

する行為、または侵害するおそれのある行為 

(2) 他人の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為 

(3) 他人を不当に差別もしくは誹謗中傷し、他人への不当な差別を助長し、またはその名誉もしく

は信用をき損する行為 

(4) 詐欺、業務妨害、規制薬物の濫用、児童売買春、預貯金口座および携帯電話の違法な売買など

の犯罪行為、または犯罪に結びつくおそれのある行為 

(5) わいせつ、児童ポルノもしくは児童虐待に相当する画像、映像、音声もしくは文書などを送信

または表示する行為、またはこれらを収録した媒体を販売する行為、またはその送信、表示、販

売を想起させる広告を表示または送信する行為 

(6) 薬物犯罪、規制薬物などの濫用に結びつく、もしくは結びつくおそれの高い行為、未承認もし

くは使用期限切れの医薬品などの広告を行う行為、またはインターネット上で販売などが禁止さ

れている医薬品を販売などする行為 

(7) 貸金業を営む登録を受けないで、金銭の貸付の広告を行う行為 

(8) 法を逸脱した、または、逸脱するおそれのある営業行為（無限連鎖講の開設、運営、もしくは

これを勧誘する行為、または悪質な連鎖販売取引など） 

(9) ＩＰ通信網サービスにより利用しうる情報を改ざんし、または消去する行為 

(10) 不正アクセス行為または不正アクセス行為を助長する行為、および第三者になりすましてＩＰ

通信網サービスを利用し、当社の電気通信設備に権限なくアクセスを試みる行為（偽装するため

にメールヘッダーなどの部分に細工を行う行為を含みます。） 

(11)有害なコンピュータプログラムなどを送信し、またはこれを他人が受信可能な状態のまま放置

する行為 

(12)画面上での対話の流れを妨害し、または他の契約者がリアルタイムに操作・入力しようとする

ことに悪い影響を及ぼすおそれがある行為 

(13)人が嫌悪感を抱く、またはそのおそれのある電子メールを送信する行為 

(14)不特定多数の者に対し、商業的宣伝もしくは勧誘の電子メールを送信する行為 

(15)当社もしくは、他人の電気通信設備の利用もしくは運営に支障を与える、またはその支障を与
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えるおそれのある行為 

(16)違法な賭博・ギャンブルを行わせ、または違法な賭博ギャンブルへの参加を勧誘する行為 

(17)違法行為（けん銃などの譲渡、爆発物の不正な製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、

脅迫など）を直接的かつ明示的に請負し、仲介しまたは誘引する行為 

(18)人の殺害現場などの残虐な情報を不特定多数の者に対して送信する行為 

(19)人を自殺に誘引または勧誘する行為 

(20)その行為が前各号のいずれかに該当することを知りつつ、その行為を助長する態様でリンクを

張る行為 

(21)その他、公序良俗に違反し、または他人の権利を著しく侵害すると当社が判断した行為 

(22)偽りその他不正な手段により個人情報を取得する行為 

(23)インターネット異性紹介事業（出会い系サイト）の開設、運営、もしくは利用により法令に違

反する行為、またはそのおそれのある行為 

(24)販売または頒布をする目的で、広告規制の対象となる希少野生動植物種の個体等の広告を行う

行為 

(25)その他、当社が不適切と判断する行為 

 

16 別に定める通信 

当社は、ボイスモードの利用に関して、以下に定める接続先への通信を制限します。 

(1) 無線設備規則（昭和 25 年電波管理委員会規則第 18 号）第 49 条の５に規定する無線呼出し通信

を行う電気通信事業者への着信 

(2) 緊急通報用電話に関する電気通信番号への着信 

(3) その他当社が別に定める電気通信サービスへの着信 

 

17 昼間および夜間・深夜・早朝の時間帯 

昼間および夜間・深夜・早朝とは、次の時間帯をいいます。 

区 分 時間帯 

昼間 午前６時から午後 10 時までの間 

夜間・深夜・早朝 午後 10 時から午前６時までの間 

 

18 トラフィックレポートサービスの提供 

(１)当社は、契約者から請求があったときは、その契約者に IP 通信網サービス（当社が別に定め 

る契約者回線に限ります。）に係るトラフィックレポートサービス（当社が別に定める方法によ 

り通信量を測定し、契約者に通知するサービスをいいます）を提供します。 
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料 金 表 

 

通 則 

 

（料金の計算方法など） 

１ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者がそのＩＰ通信網サービス契約に基づいて支払う料金は、料

金月（１の暦月の起算日（当社がＩＰ通信網サービス契約ごとに定める毎暦月の一定の日をいいま

す。）から次の暦月の起算日の前日までの間をいいます。以下同じとします。）に従って計算します。 

２ 当社は、次の場合が生じたときは、定額利用料をその利用日数に応じて日割りします。 

(1) 料金月の初日以外の日にＩＰ通信網サービスの提供の開始（付加機能または回線接続装置など

の提供についてはその提供を開始した日）があったとき。 

(2) 料金月の初日以外の日にＩＰ通信網サービスの解除（付加機能または回線接続装置などについ

てはその廃止があった日）があったとき。 

(3) 料金月の初日にＩＰ通信網サービスの提供の開始（付加機能または回線接続装置などの提供に

ついてはその提供を開始した日）を行い、その日にその契約の解除（付加機能または回線接続装

置などについてはその廃止があった日）があったとき。 

(4) 料金月の初日以外の日に月額料金の額の改定があったとき。この場合、改定後の定額利用料は、

その改定があった日から適用します。 

(5) 料金月の初日以外の日にＩＰ通信網サービスの品目の変更などにより月額料金の額が増加また

は減少したとき。この場合、増加または減少後の利用料などは、その増加または減少があった日

から適用します。 

(6) 第48条（定額利用料の支払義務）第２項第３号の表の規定に該当するとき。 

(7) ５の規定に基づく起算日に変更があったとき。 

３ ２の規定による定額利用料の日割は暦日数により行います。この場合、第48条（定額利用料の支

払義務）第２項第３号の表の１欄に規定する料金の算定にあたっては、その日数計算の単位となる

24時間をその開始時刻が属する暦日とみなします。 

４ 第63条(責任の制限)第３項の場合において、全く利用できない状態が連続した時間に対応する料

金の算定に当たっては、１および２の規定に準じて取り扱います。 

５ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上やむを得ない場合は、１に規定す

る料金月の起算日を変更する場合があります。 

 

（端数処理） 

６ 当社は、料金その他の計算において、その計算結果に１円未満の端数が生じた場合は、その端数

を切り捨てます。 

 

（料金などの支払い） 

７ ＩＰ通信網サービス契約者は、料金および工事に関する費用について、当社が指定する期日まで

に当社が定める方法により、当社が指定するＩＰ通信網サービス取扱所または金融機関などにおい

て支払っていただきます。 

８ 料金および工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。 

 

（料金の一括後払い） 

９ 当社は、当社に特別の事情がある場合は、７および８の規定にかかわらず、ＩＰ通信網サービス
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契約者の承諾を得て、２月以上の料金を、当社が指定する期日までに、まとめて支払っていただく

ことがあります。 
 

（前受金） 

10 当社は、料金または工事に関する費用について、ＩＰ通信網サービス契約者が希望される場合に

は、当社が別に定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。 

（注）10で規定する当社が別に定める条件は、前受金に利息を付さないことを条件として預かること

とします。 

 

（消費税相当額の加算） 

11 ＩＰ通信網サービスに関する料金額は、この料金表に定める額に消費税相当額を加算した額とし

ます。 

ただし、外国への通信に係る料金については、この限りでありません。 

 

(注)この約款の規定により支払を要することとなった料金または工事に関する費用については、この

料金表に規定する税込額（消費税相当額を加算した額をいいます。以下同じとします。）に基づ

き計算した額と異なる場合があります。 

 

 

（料金などの臨時減免） 

12 当社は、災害が発生し、または発生するおそれがあるときは、この約款の規定にかかわらず、臨

時に、その料金または工事に関する費用を減免することがあります。 

 

（注）当社は、料金などの減免を行ったときは、関係のＩＰ通信網サービス取扱所に掲示するなどの

方法により、そのことを周知します。 



 35

第１表 料 金 

第１ 利用料金 

１ 適用 

ＩＰ通信網サービスに係る料金の適用については、第47条(定額利用料の支払義務) および

第49条（通信料の支払義務）の規定によるほか、次のとおりとします。 

区 分 内   容 

(1) 品目に係る料

金の適用 

ア 当社はＩＰ通信網サービス（データモードに係るものに限ります。）の料金

を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。 

（ア） 第１種ＩＰ通信網サービス契約に係るもの 

ａ 直収型のもの 

クラスⅠのもの 

品 目 内  容 

 1.5Mbps 1.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 ３Mbps ３Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 ４Mbps ４Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 ５Mbps ５Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 ６Mbps ６Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 ８Mbps ８Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 20Mbps 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 30Mbps 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 40Mbps 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 50Mbps 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 60Mbps 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 70Mbps 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 80Mbps 80Mibt/sの符号伝送が可能なもの 

 90Mbps 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 100Mbps 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 1Gbps 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 10Gbps 10Gbit/sの符号伝送が可能なもの 
 

クラスⅡのもの 

品 目 内  容 

10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ ＩＰｖ４アドレスは 32 までの固定グローバルアドレスを提供しま

す。 

  ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、ＩＰｖ６アドレ

スのみの利用の申し出があった場合は、この限りではありません。 

 

ｂ 共用型のもの 

type 1 

 品 目 内  容 

２Mbps ２Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 
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type 2 

クラスⅠのもの 

品 目 内  容 

10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

100Mbps 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

備考 

１ ＩＰアドレスは８の固定グローバルアドレスを提供します。 

 

クラスⅡのもの 

品 目 内  容 

100Mbps 100Mbit/s の符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレス

の利用については、次の３つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、Ｉ

Ｐｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、

この限りではありません。 

 区 分 内 容 

 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を

超えないもの 

 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を

超えないもの 

区分３ 区分１および区分２以外のもの 

 

1Gbps 1Gbit/s の符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレスの

利用については、次の３つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、Ｉ

Ｐｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、

この限りではありません。 

区 分 内 容 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を

超えないもの 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を

超えないもの 

区分３ 区分１および区分２以外のもの 
 

 

type 3 

品 目 内  容 

10Mbps 昼間は10Mbit/s、夜間・深夜・早朝は昼間の20分の１

程度の符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレスの利用に

ついては、次の２つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、ＩＰ

ｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、この

限りではありません。 

区 分 内 容 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を超

えないもの 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を超

えないもの 
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100Mbps 昼間は100Mbit/s、夜間・深夜・早朝は昼間の100分の

１程度の符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレスの利用

については、次の２つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、ＩＰ

ｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、この

限りではありません。 

区 分 内 容 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を

超えないもの 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を

超えないもの 

備考 

１ 昼間および夜間・深夜・早朝とは、当社が別に定めるところによりま

す。 

 

（イ） 第２種ＩＰ通信網サービス契約に係るもの 

ａ 直収型のもの 

クラスⅠのもの 

品 目 内  容 

 128kbps 128kbit/sの符号伝送が可能なもの 

 1.5Mbps 1.5Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

３Mbps ３Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

４Mbps ４Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

５Mbps ５Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

６Mbps ６Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

８Mbps ８Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

20Mbps 20Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

30Mbps 30Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

40Mbps 40Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

50Mbps 50Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

60Mbps 60Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

70Mbps 70Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

80Mbps 80Mibt/sの符号伝送が可能なもの 

90Mbps 90Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

100Mbps 100Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

 1Gbps 1Gbit/sの符号伝送が可能なもの 

 

クラスⅡのもの 

品 目 内  容 

10Mbps 10Mbit/sの符号伝送が可能なもの 

１ ＩＰｖ４アドレスは 32 までの固定グローバルアドレスを提供しま

す。 

  ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、ＩＰｖ６アドレス

のみの利用の申し出があった場合は、この限りではありません。 
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ｂ 共用型のもの 

type 2品 目 内  容 

100Mbps 100Mbit/sの符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレス

の利用については、次の３つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、Ｉ

Ｐｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、

この限りではありません。 

区 分 内 容 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を

超えないもの 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を

超えないもの 

区分３ 区分１および区分２以外のもの 

1Gbps 1Gbit/sの符号伝送が可能なもので、ＩＰアドレスの

利用については、次の３つの区分があります。 

ただし、付加機能に定めるＩＰｖ６機能を付加し、Ｉ

Ｐｖ６アドレスのみの利用の申し出があった場合は、

この限りではありません。 

区 分 内 容 

区分１ ＩＰｖ４アドレスの数が８個を

超えないもの 

区分２ ＩＰｖ４アドレスの数が16個を

超えないもの 

区分３ 区分１および区分２以外のもの 
 

備考 

１ 通信の態様による細目が、共用型type2に限ります。 

 

type 4 

品 目 内  容 

クラウド接続 当社のクラウドサービス利用規約に基づいて提供

されるサービスと接続してデータ通信を行うもの

１ 通信の態様による細目が、共用型type4に限ります。 
 

イ 当社は、アで規定する品目においてのボイスモードの料金を適用するにあた

っては、２（料金額）２－２（ボイスモードに係るもの）に規定する料金額を

適用します。 

ウ ボイスモードの提供は、第１種ＩＰ通信網サービス契約に係るものに限りま

す。なお通信品質は利用形態などにより変動することがあります。 

エ ＩＰ通信網サービスに係る通信は、他社接続回線などとの間で行うことがで

きます。この場合において、当社は、相互接続点またはＮＳＰＩＸＰとの接続

点を介して接続している電気通信設備に係る通信の品質は保証しません。 

(2) 細目に係る料

金の適用 

ア 当社は、料金額を適用するにあたって、次表のとおり通信の態様または料金

の適用方法による細目を定めます。 

（１）通信の態様による細目 

 区 別 内  容 

直収型 共用型以外のもの 



 39

共用型 type 1 契約者回線を収容する電気通信設備を共用し、その品

質に係る符号伝送の速度を保証しないもの 

   type 2 契約者回線を収容する電気通信設備を共用（type 1

と比べて概ね２倍の共用度合）し、その品質に係る符

    号伝送の速度を保証しないもの 

   type 3 type 1 と同様に電気通信設備の共用をし、特定の時

間帯においては伝送速度を制限することがあるもの 

  type 4 type 1 と同様に電気通信設備の共用をし、当社のク

ラウドサービス利用規約に基づいて提供されるサー

ビスと接続してデータ通信を行うもの 

（２）料金の適用方法による細目 

 区 別 内  容 

タイプ１ タイプ２以外のもの 

タイプ

２ 

双方向

型 

当社が測定した利用速度に基づいて算定した利用料

の支払いを要するものであって、契約者回線からの発

信および契約者回線への着信の双方の利用速度を算

定の対象としたもの 

備考 

１ 料金の適用方法による細目は、直収型に係るものであって、次の品

目ごとに適用します。 

 品 目 内 容 

1.5Mbpsから 

90Mbpsまで 

タイプ１に適用します。 

100Mbps タイプ１またはタイプ２に適用します。 

1Gbps､10Gbps タイプ２に適用します。 

 

 

(3) タイプ２の区

分に係る料金の

適用 

ア 直収型タイプ２（品目が1Gbpsおよび10Gbpsのものに限ります。）の利用料

を適用するにあたって、次表のとおり区分を定めます。 

 区 分 内 容 

ゾーン１ 契約者回線の収容エリアが大阪府となるもの 

ゾーン２ ゾーン１以外のもの 

 

(4) タイプ２の利

用料の適用 

ア 直収型タイプ２の利用料は、この表の(5)欄の規定に基づき測定した利用速

度（以下この表において「利用速度」といいます。）に対応する従量利用料（最

大発信速度および最大受信速度の双方の利用速度を比較して、大きい方の値か

ら算定するものとします。以下同じとします。）が最低利用料を超えない場合

は、最低利用料のみを適用し、利用速度に対応する従量利用料が最低利用料を

超える場合は、従量利用料のみを適用します。 

(5) 利用速度の測

定など 

ア 直収型タイプ２に係る利用速度は、次の表に定める最大発信速度および最大

受信速度とし、当社の機器により測定します。 

 区 分 内 容 
最大発信速度 測定対象期間において、契約者回線の終端からの発信

の通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値か

ら上位５％の測定値を除外した残りの測定値の最大

値 
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最大受信速度 測定対象期間において、契約者回線の終端への着信の

通信速度を一定時間ごとに測定し、その総測定値から

上位５％の測定値を除外した残りの測定値の最大値 
イ アの表に規定する測定対象期間は、暦月の初日から末日までとします。 

ただし、次の場合はこの限りではありません。 

(ｱ) 暦月の初日以外の日に利用の開始があったとき 

この場合、測定対象期間は、その利用開始日からとします。 

(ｲ) 暦月の末日以外の日に利用の終了があったとき 

この場合、測定対象期間は、その利用終了日までとします。 

ウ 当社は、利用速度に１Mbps未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨て

ます。 
(6) 収容区域およ

び加入区域の設

定 

ア 当社は、ＩＰ通信網サービス取扱局に契約者回線を収容する区域（以下「収

容区域」といいます。）およびその収容区域のうち、特別な料金（線路設置費

および線路に関する加算額をいいます。）の支払いを必要としないでＩＰ通信

網サービスを提供する区域（以下「加入区域」といいます。）を別に定めます。

イ 収容区域および加入区域は、行政区画、その地域の社会的、経済的、地理的

条件、需要動向および当社の電気通信設備の状況などを考慮します。 

(7) 長期継続利用

に係る料金の適

用 

ア 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者（直収型タイプ２に係るものおよび第２

種ＩＰ通信網サービス契約の品目が128kbpsまたはクラウド接続に係るものを

除きます。）に限ります。以下この欄において同じとします。）から、そのＩ

Ｐ通信網サービス契約に係るＩＰ通信網サービス（データモードに係るものに

限ります。）について、次表に定める期間の継続利用（以下「長期継続利用」

といいます。）の申出があった場合には、その期間における基本額については、

２（料金額）の２－１－１の基本額から同表に規定する額を減額して適用しま

す。 

この場合、長期継続利用には同表の３種類があり、あらかじめいずれか１つ

を選択していただきます。 

種 類 継続して利用する期間 料金額の減額（月額） 

 ３年継続 ３年 基本額に５％を乗じて得た額 

 ６年継続 ６年 基本額に12％を乗じて得た額

 10年継続 10年 基本額に20％を乗じて得た額

イ 長期継続利用に係る料金については、長期継続利用の申出を当社が承諾した

日（ＩＰ通信網サービス契約の申込みと同時に長期継続利用の申出があった場

合は、そのＩＰ通信網サービスの提供を開始した日）から適用します。 

ウ 長期継続利用に係る料金額の適用の対象となる期間（以下「長期継続利用期

間」といいます。）には、ＩＰ通信網サービスの利用の一時中断および利用停

止があった期間を含むものとします。 

エ 当社は、長期継続利用に係るＩＰ通信網サービスについてそのＩＰ通信網サ

ービス契約の解除があった場合には、長期継続利用を廃止します。 

オ 長期継続利用に係るＩＰ通信網サービス契約者は、長期継続利用期間満了後

も長期継続利用を継続しようとするときは、長期継続利用期間の満了日の 10
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 日前までに、新たに長期継続利用の申し出をしていただきます。 

カ 長期継続利用期間の中途における長期継続利用の種類の変更については、変

更後の種類の長期継続利用期間が変更前の種類の長期継続利用期間よりも長

くなる場合に限り行うことができます。 

キ カの規定により長期継続利用の種類を変更したときは、変更後の種類の長期

継続利用の料金については、その種類の変更を当社が承諾した日から適用しま

す。この場合、変更後の種類の長期継続利用期間の満了日については、変更前

の種類の長期継続利用の適用を開始した日から起算して算出します。 

ク 長期継続利用に係るＩＰ通信網サービス契約者は、長期継続利用期間の満了

前に長期継続利用の廃止があった場合には、残余の期間に対応する長期継続利

用適用額に 0.35 を乗じて得た額を当社が定める期日までに一括して支払って

いただきます。 

ケ 長期継続利用に係るＩＰ通信網サービス契約者は、長期継続利用期間の満了

前にＩＰ通信網サービスの品目などの変更により、ＩＰ通信網サービス契約に

係る長期継続利用適用額が減少した場合は、残余の期間に対応する長期継続利

用適用額（減少前の長期継続利用適用額から減少後の長期継続利用適用額を控

除して得た額をいいます。）に0.35を乗じて得た額を当社が定める期日までに

一括して支払っていただきます。 

 (8) 最低利用期

間内に契約の解

除などがあった

場合の料金の適

用 

ア ＩＰ通信網サービス（データモードに係るものに限ります。）には、(7)に

規定する長期継続利用に係るものまたは異経路によるものを除いて、最低利用

期間があります。 

イ ＩＰ通信網サービス契約者は、アの最低利用期間内にＩＰ通信網サービス契

約の解除があった場合は、第 48 条（定額利用料の支払義務）および料金表通

則の規定にかかわらず、残余の期間に対応する料金（利用料金（２（料金額）

２－１－１）に規定する基本額（直収型タイプ２のものは、従量利用料を除き

ます。）の額とします。）に相当する額を、当社が定める期日までに一括して

支払っていただきます。 

ウ ＩＰ通信網サービス契約者は、最低利用期間内にＩＰ通信網サービスの品目

などの変更があった場合は、変更前の基本額の額から変更後の基本額の額を控

除し、残額があるときは、その残額に残余の期間を乗じて得た額を、当社が定

める期日までに一括して支払っていただきます。 

エ ウの場合に、品目などの変更と同時にその契約者回線の設置場所において、

契約者回線の新設またはＩＰ通信網サービス契約の解除を行うときの残額の

算定は、同時に行う新設などの契約者回線の料金を合算して行います。 
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(9) サービス品質

（故障回復時

間）に係る料金

の適用 

ア 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者（データモードに係る直収型（品目が

128kbps のものを除く）の契約者に限ります。以下この欄において同じとしま

す。）の責めによらない理由により、そのＩＰ通信網サービスを全く利用でき

ない状態（そのＩＰ通信網サービス契約に係る電気通信設備によるすべての通

信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度となる場合を含みま

す。以下同じとします。）が生じた場合において、そのことを当社が知った時

刻（第 61 条（契約者の切分責任）の規定によりそのＩＰ通信網サービス契約

者が当社に修理の請求をした時刻（その時刻以前に当社がそのことを知った場

合は、その知った時刻とします。）とします。）から起算して１時間以上その状

態が連続したときは、そのＩＰ通信網サービス契約に係る料金（以下「故障回

復時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

ただし、次の場合には、この限りでありません。この場合の料金の適用につ

いては、当社は、第 48 条（定額利用料の支払義務）第２項の規定を適用しま

す。 

(ｱ) 第42条（接続休止）の規定により接続休止としたとき。 

(ｲ) 第 40 条（利用中止）第１項の規定によりＩＰ通信網サービスの利用を中

止する場合であって、当社があらかじめそのことをＩＰ通信網サービス契約

者に通知したとき。 

イ アに規定する故障回復時間返還料金額は、そのＩＰ通信網サービスを全く利

用できない状態が連続した時点における利用料金（２（料金額）２－１－１）

に規定する基本額の額（この表の(1)欄から(8)欄までの適用による場合は、適

用した後の額とします。以下この欄において「故障回復時間返還基準額」とい

います。）に、次表に規定する料金返還率を乗じて得た額とします。 

 アに規定する状態が連続した時間 料金返還率  

１時間以上２時間未満 10％ 

２時間以上４時間未満 20％ 

４時間以上６時間未満 30％ 

６時間以上８時間未満 40％ 

８時間以上72時間未満 50％ 

72時間以上 100％ 

ウ イの場合において、そのＩＰ通信網サービスが直収型タイプ２のときには、

イの規定中「全く利用できない状態が連続した時点」を「全く利用できない状

態が連続した時点を含む利用速度の測定対象期間」と読み替えて適用するもの

とします。 
エ 当社は、イの規定により算出した故障回復時間返還料金額の返還にあたって

は、次の(ｱ) または(ｲ)の規定により算出した料金額（以下「故障回復時間返

還上限額」といいます。）を上限として返還します。 

(ｱ) (ｲ)以外の場合 

その暦月におけるそのＩＰ通信網サービス契約に係る基本額（その暦月に

おいて料金表通則の２の各号に規定する場合が生じたときは、料金表通則の

２および３の規定に基づき算出した額とします。）の額（第48条（定額利用

料の支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととなる料金

額を減じた額とします。） 

(ｲ) その暦月がそのＩＰ通信網サービスの提供を開始した暦月であって、その

ＩＰ通信網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以外の日の場合 

その暦月および翌暦月について、それぞれ(ｱ)の規定に準じた方法で算出

した料金額の合計額 
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 オ アの場合において、そのＩＰ通信網サービスを全く利用できない状態が連続

した場合が１の暦月（エの(ｲ)の規定に該当する場合は、その規定に係る２の

暦月とします。）において複数回となるときは、当社は、それぞれの故障回復

時間返還料金額の合計額を返還します。 

ただし、その故障回復時間返還料金額の合計額が故障回復時間上限額を超え

る場合は、故障回復時間返還上限額を返還します。 
カ この欄の規定による料金の返還とこの表の(10)欄から(12)欄までの規定に

よる料金の返還を１の暦月に同時に行う場合の故障回復時間返還料金額の取

扱いについては、(12)欄の規定に定めるところによります。 

 

(10) サービス品

質（遅延時間）

に係る料金の適

用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測

定した遅延時間（その１のＩＰ通信網サービス取扱局の一端から送信されたＩ

ＰパケットのそのＩＰ通信網サービス取扱局の往復に要する時間をいいま

す。）の暦月単位での平均時間が10ミリ秒を超えた場合は、その暦月における

ＩＰ通信網サービス（データモードに係るもの（品目が128kbpsまたはクラウ

ド接続のものを除く）に限ります。以下この欄において同じとします。）の利

用料金（２（料金額）２－１－１）に規定する基本額の額（この表の(1)欄か

ら(8)欄までの適用または料金表通則の２の規定（第48条（定額利用料の支払

義務）第２項第３号の規定に係るものを除きます。）による場合は、適用した

後の額とします。）に１／30 を乗じて得た額（以下「遅延時間返還料金額」と

いいます。）をそのＩＰ通信網サービス契約者に返還します。 

ただし、そのＩＰ通信網サービスについて、その１の暦月を連続して第 42

条（接続休止）または第 40 条（利用中止）があったときは、この限りであり

ません。 

イ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄または(11)欄から(12)欄ま

での規定による料金の返還を１の暦月において同時に行う場合の遅延時間返

還料金額の取扱いについは、(12)欄の規定に定めるところによります。 
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(11) サービス品

質（故障通知時

間）に係る料金

の適用 

ア 当社は、当社の設置したＩＰ通信網サービス契約（データモードであって、

共用型type 3 に係るものおよび品目が128kbps またはクラウド接続のものを

除きます。以下この欄において同じとします。）に係る電気通信設備の故障ま

たは滅失（その第１種ＩＰ通信網サービス契約に係る電気通信設備によるすべ

ての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態をいいます。以下この欄

において「故障など」といいます。）について当社が知った場合であって、Ｉ

Ｐ通信網サービス契約者の責めによらない理由により、その故障などを当社が

知った時刻から起算して 30 分以内にその故障などをそのＩＰ通信網サービス

契約者があらかじめ指定した連絡先（当社がＩＰ通信網サービス契約者との協

議により定めたものに限ります。以下この欄において同じとします。）に通知

しなかったときに限り、そのＩＰ通信網サービス契約に係る基本額（以下「故

障通知時間返還料金額」といいます。）を返還します。 

ただし、次の場合には、この限りでありません。 

(ｱ) 第 61 条（契約者の切分責任）の規定により、そのＩＰ通信網サービス契

約者が当社に修理の請求をしたことにより当社がそのＩＰ通信網サービス

を全く利用できない状態であることを知ったとき。 

(ｲ) その故障などを当社が知った時点において、そのＩＰ通信網サービスにつ

いて利用中止（当社があらかじめそのことをＩＰ通信網サービス契約者に通

知したときに限ります。）、利用停止もしくは接続休止としているとき。 

(ｳ) 当社の責めによらない理由により、当社からその連絡先に通知ができない

とき。 

イ アに規定する故障通知時間返還料金額は、その故障などを当社が知った時点

における、２（料金額）２－１－１に規定する基本額の額（この表の(1)欄か

ら(8)欄までの適用による場合は、適用した後の額とします。以下「故障通知

時間返還基準額」といいます。）に１／30を乗じて得た額とします。 

ウ 当社は、イの規定により算出した故障通知時間返還料金額の返還にあたって

は、次の(ｱ) または(ｲ)の規定により算出した料金額（以下「故障通知時間返

還上限額」といいます。）を上限として返還します。 

(ｱ) (ｲ)以外の場合 

その暦月におけるその第１種ＩＰ通信網サービス契約に係る基本額（その

暦月において料金表通則の２の各号に規定する場合が生じたときは、料金表

通則の２および３の規定に基づき算出した額とします。）の額（第48条（定

額利用料の支払義務）第２項第３号の規定により支払いを要しないこととな

る料金額を減じた額とします。） 

(ｲ) その暦月がその第１種ＩＰ通信網サービスの提供を開始した暦月であっ

て、その第１種ＩＰ通信網サービスの提供を開始した日がその暦月の初日以

外の日の場合 
その暦月および翌暦月について、それぞれ(ｱ)の規定に準じた方法で算出

した料金額の合計額 

エ アの場合において、その第１種ＩＰ通信網サービスが直収型タイプ２のとき

は、アの規定中「その故障などを当社が知った時刻から起算して 30 分を超え

た時点」を「その故障などを当社が知った時刻から 30 分を超えた時点を含む

利用速度の測定対象期間」と読み替えて適用するものとします。 
オ アの場合において、その故障などを当社が知った時刻から起算して、30分以

内にその故障などをその第１種ＩＰ通信網サービス契約者に通知しなかった

場合が１の暦月（ウの(ｲ)の規定に該当する場合は、その規定に係る２の暦月

において同じとします。）において複数回となるときは、当社は、それぞれの

故障通知時間返還料金額の合計額を返還します。 

ただし、その故障通知時間返還料金額の合計額が故障通知時間返還上限額を

超える場合は、故障通知時間返還上限額を返還します。 

カ この欄の規定による料金の返還とこの表の(9)欄から(10)欄または(12)欄の

規定による料金の返還を１の暦月において同時に行う場合の故障通知時間返

還料金額の取扱いについは、(12)欄の規定に定めるところによります。 
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 (12) サービス品

質（稼働率）に

係る料金の適用 

ア 当社は、当社が別に定める提供区間において当社が別に定める方法により測

定した稼働率（ＩＰ通信網サービス契約者（データモードに係る直収型（品目

が128kbpsのものを除く）の契約者に限ります。以下この欄において同じとし

ます。）の責めによらない理由により、そのＩＰ通信網サービスを全く利用で

きない状態が生じた場合の時間（そのことを当社が知った時刻から起算して、

その状態が連続した時間をいいます。）を１の暦月ごとに合算した時間を、そ

の暦月における利用日数に 24 を乗じて得た時間から減じて得た時間を、その

暦月における利用日数に 24 を乗じて得た時間で除した割合をいいます。以下

この欄において同じとします。）について、その稼働率が99.99％を下回った場

合は、１の暦月におけるＩＰ通信網サービスの基本額（この表の(1)欄から(8)

欄までの適用または料金表通則の２の規定（第48条（定額利用料の支払義務）

第２項第３号の規定に係るものを除きます。）による場合は、適用した後の額

とします。）に次表に定める料金返還率を乗じて得た額（以下「稼働率返還料

金額」といいます。）をそのＩＰ通信網サービス契約者に返還します。 

ただし、第 40 条（利用中止）第１項の規定に該当する場合に当社がＩＰ通

信網サービスの利用の中止をあらかじめそのＩＰ通信網サービス契約者に通

知したとき、または第42条（接続休止）の規定により接続休止としたときは、

この限りでありません。 

 稼 働 率 料金返還率  

99.80％以上 99.99％未満 １／90 

98.00％以上 99.80％未満 １／30 

95.00％以上 98.00％未満 １／10 

90.00％以上 95.00％未満 １／５ 

90.00％未満 １／１ 

イ この欄の規定およびこの表の(9)欄から(11)欄までの規定のうちいずれか２

以上を１の暦月に同時に適用する場合は、当社は、故障回復時間返還料金額、

遅延時間返還料金額、故障通知時間返還料金額および稼働率返還料金額の合計

額を返還します。 

ただし、その合計額が故障回復時間返還上限額を超える場合は、当社は、故

障回復時間返還上限額を返還します。 

(13) 接続通信時

間の測定など 

ア 接続通信時間は、その契約者回線からボイスモード通信で接続して通信でき

る状態にした時刻から起算し、発信者または着信者から通信終了の信号を受け

てその通信をできない状態にした時刻までの経過時間とし、当社の機器により

測定します。 

イ 次の時間は、アに規定する接続通信時間には含みません。 

(1) ＩＰ通信網サービス契約者の責めによらない理由により、通信中に一時通

信ができなかった時間 

ただし、その一時通信ができなかった時間を当社が検知した場合に限りま

す。 

(2) 当社が別に定める電気通信回線への通信時間 

(14) 接続通信料

の算定 

ア ボイスモード通信に係る接続通信料は、１の通信について、２（料金額）２

－２－２（通信料）に規定する秒数までごとに算定します。 

ただし、ボイスモード通信に係る契約者回線の相互通信、およびその契約者

回線から当社が別に定める電気通信回線への通信については、この通信料の算

定は行いません 

(15) 契約者回線 ア その契約者回線の終端が収容されているＩＰ通信網サービス取扱局の加入
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の終端が加入区

域外になる場合

の加算額の適用 

区域を超える地点から引込柱までの線路（以下「区域外線路」といいます。）

について、区域外線路に係る加算額を適用します。 

イ 加入区域の設定・変更、契約者回線の移転などにより区域外線路の変更があ

ったときは、加算額を再算定します。 

(16) 契約者回線

が異経路となる

場合の加算額の

適用 

ア その契約者回線の終端が直接収容されているＩＰ通信網サービス取扱局の

加入区域を超える地点から引込柱までの線路（以下「異経路の線路」といいま

す。）について異経路の線路に係る加算額を適用します。 

イ 異経路の線路に係る加算額については、耐用年数を経過したときは再算定し

ます。 

(17) 復旧などに

伴いＩＰ通信網

サービス取扱局

を変更した場合

の料金の適用 

ア 第61条（修理または復旧の順位）の規定により、故障または滅失した契約者

回線の修理または復旧をする場合に一時的にそのＩＰ通信網サービス取扱局

を変更した場合の料金の加算額は、２（料金額）の規定にかかわらず、その契

約者回線を変更前のＩＰ通信網サービス取扱局において修理または復旧した

ものとみなして適用します。 

(18) 特別電気通

信設備に係る加

算額の適用 

ア 契約者回線において、当社が特別な電気通信設備を提供した場合に、特別な

電気通信設備に係る加算額を適用します。 

(19) 付加機能に

関する料金の適

用 

ア 当社が提供する付加機能を利用した場合、その機能に係る付加機能利用料を

適用します。 

イ 付加機能利用料については、次の区分があります。 

 区 分 内 容 

タイプ１ タイプ２以外のもの 

タイプ２ 第１種ＩＰ通信網サービス契約の共用型type 1

（10Mbpsのものに限ります。）、共用型type 2のク

ラスⅠおよび第２種ＩＰ通信網サービス契約（品

目が128kbpsのものに限る）に適用します。 

備考 

１ 当社は、タイプ２の付加機能利用料を適用するにあたって、次のと

おりメニューを定めます。 

 区 別 内 容  

メニュー１ メニュー２以外のもの 

メニュー２ 複数の付加機能を複合化して提供するもの 

 

 

(20) ユニバーサ

ルサービス料の

適用 

ア 当社は、ＩＰ通信網サービス契約（ボイスモードに係るものに限ります。）

に係るＩＰ電話番号について、１のＩＰ電話番号ごとに、２（料金額）の２－

２－２に規定するユニバーサルサービス料（電気通信事業法に定める基礎的電

気通信役務の提供の確保のための負担金に充てるために、基礎的電気通信役務

の提供に係る交付金および負担金算定等規則（平成14年６月19日総務省令第64

号）により算出された額に基づいて当社が定める料金をいいます。以下同じと

します。）を適用します。 

イ 当社はユニバーサルサービス料について、第48条（定額利用料の支払義務）

第２項第３号の規定にかかわらず、支払いを要しない料金の対象としません。

ウ ユニバーサルサービス料の算定にあたっては、通則２の規定に準じて取り扱

います。 
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２ 料金額 

２－１ データモードに係るもの 

２－１－１ 基本額 

(1) 第１種ＩＰ通信網サービス契約に係るもの 

 

ａ 直収型のもの 

①タイプ１に係るもの 

クラスⅠのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

1.5Mbps ２１０，０００円（税込額 ２２６，８００円 ）

３Mbps ３１０，０００円（税込額 ３３４，８００円 ）

４Mbps ３８０，０００円（税込額 ４１０，４００円 ）

５Mbps ４００，０００円（税込額 ４３２，０００円 ）

６Mbps ５７０，０００円（税込額 ６１５，６００円 ）

８Mbps ９００，０００円（税込額 ９７２，０００円 ）

10Mbps ９４０，０００円（税込額 １，０１５，２００円 ）

20Mbps １，３５０，０００円（税込額 １，４５８，０００円 ）

30Mbps １，９８０，０００円（税込額 ２，１３８，４００円 ）

40Mbps ２，６１０，０００円（税込額 ２，８１８，８００円 ）

50Mbps ３，２４０，０００円（税込額 ３，４９９，２００円 ）

60Mbps ３，８７０，０００円（税込額 ４，１７９，６００円 ）

70Mbps ４，５２０，０００円（税込額 ４，８８１，６００円 ）

80Mbps ４，９１０，０００円（税込額 ５，３０２，８００円 ）

90Mbps ５，３３０，０００円（税込額 ５，７５６，４００円 ）

100Mbps ５，６９０，０００円（税込額 ６，１４５，２００円 ）

 

クラスⅡのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

10Mbps ２９５，０００円（税込額 ３１８，６００円 ）

 

②タイプ２に係るもの 

ア 最低利用料 

１契約者回線ごとに月額 

区 別 料金額 

双方向型 100Mbps － ３４５，０００円

（税込額 ３７２，６００円 ）

1Gbps ゾーン１ ２，３１０，０００円

（税込額 ２，４９４，８００円 ）

ゾーン２ ２，５２０，０００円

（税込額 ２，７２１，６００円 ）

10Gbps ゾーン１ １０，０００，０００円

（税込額 １０，８００，０００円 ）
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ゾーン２ １２，０００，０００円

（税込額 １２，９６０，０００円 ）

 

イ 従量利用料 

１Mbpsごとに月額 

区 別 料金額 

双方向型 100Mbps － ３２，０００円

（税込額 ３４，５６０円 ）

1Gbps ゾーン１ ２２，０００円

（税込額 ２３，７６０円 ）

ゾーン２ ２４，０００円

（税込額 ２５，９２０円 ）

10Gbps ゾーン１ １５，０００円

（税込額 １６，２００円 ）

ゾーン２ １７，０００円

（税込額 １８，３６０円 ）

 

ｂ 共用型のもの 

type 1 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

２Mbps １４５，０００円（税込額 １５６，６００円 ）

10Mbps ２７０，０００円（税込額 ２９１，６００円 ）

 

type 2 

クラスⅠのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

10Mbps １８０，０００円（税込額 １９４，４００円 ）

100Mbps ２２０，０００円（税込額 ２３７，６００円 ）

 

クラスⅡのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品目 区分 料金額 

100Mbps 区分１ １１５，０００円（税込額 １２４，２００円 ）

区分２ １３５，０００円（税込額 １４５，８００円 ）

区分３ １９３，０００円（税込額 ２０８，４４０円 ）

1Gbps 

区分１ ２２０，０００円（税込額 ２３７，６００円 ）

区分２ ２５８，０００円（税込額 ２７８，６４０円 ）

区分３ ３７３，０００円（税込額 ４０２，８４０円 ）

 

type 3 

１契約者回線ごとに月額 

品目 区分 料金額 
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10Mbps 
区分１ ４５，０００円（税込額 ４８，６００円 ）

区分２ ８０，０００円（税込額 ８６，４００円 ）

100Mbps 
区分１ ８４，０００円（税込額 ９０，７２０円 ）

区分２ １１４，０００円（税込額 １２３，１２０円 ）

 

 

(2) 第２種ＩＰ通信網サービス契約に係るもの 

ａ 直収型のもの 

①タイプ１に係るもの 

クラスⅠのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

128kbps ３０，０００円（税込額 ３２，４００円 ）

1.5Mbps ２１０，０００円（税込額 ２２６，８００円 ）

３Mbps ３１０，０００円（税込額 ３３４，８００円 ）

４Mbps ３８０，０００円（税込額 ４１０，４００円 ）

５Mbps ４００，０００円（税込額 ４３２，０００円 ）

６Mbps ５７０，０００円（税込額 ６１５，６００円 ）

８Mbps ９００，０００円（税込額 ９７２，０００円 ）

10Mbps ９４０，０００円（税込額 １，０１５，２００円 ）

20Mbps １，３５０，０００円（税込額 １，４５８，０００円 ）

30Mbps １，９８０，０００円（税込額 ２，１３８，４００円 ）

40Mbps ２，６１０，０００円（税込額 ２，８１８，８００円 ）

50Mbps ３，２４０，０００円（税込額 ３，４９９，２００円 ）

60Mbps ３，８７０，０００円（税込額 ４，１７９，６００円 ）

70Mbps ４，５２０，０００円（税込額 ４，８８１，６００円 ）

80Mbps ４，９１０，０００円（税込額 ５，３０２，８００円 ）

90Mbps ５，３３０，０００円（税込額 ５，７５６，４００円 ）

100Mbps ５，６９０，０００円（税込額 ６，１４５，２００円 ）

 

クラスⅡのもの 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

10Mbps ２９５，０００円（税込額 ３１８，６００円 ）

 

②タイプ２に係るもの 

ア 最低利用料 

１契約者回線ごとに月額 

区 別 料金額 

双方向型 100Mbps － ３４５，０００円

（税込額 ３７２，６００円 ）

1Gbps ゾーン１ ２，３１０，０００円

（税込額 ２，４９４，８００円 ）
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イ 従量利用料 

１Mbpsごとに月額 

区 別 料金額 

双方向型 100Mbps － ３２，０００円

（税込額 ３４，５６０円 ）

1Gbps ゾーン１ ２２，０００円

（税込額 ２３，７６０円 ）

 

 

ｂ 共用型のもの 

type 2１契約者回線ごとに月額 

品目 区分 料金額 

100Mbps 区分１ １１５，０００円（税込額 １２４，２００円 ）

区分２ １３５，０００円（税込額 １４５，８００円 ）

区分３ １９３，０００円（税込額 ２０８，４４０円 ）

1Gbps 

区分１ ２２０，０００円（税込額 ２３７，６００円 ）

区分２ ２５８，０００円（税込額 ２７８，６４０円 ）

区分３ ３７３，０００円（税込額 ４０２，８４０円 ）

 

type 4 

１契約者回線ごとに月額 

品 目 料金額 

クラウド接続 ５０，０００円（税込額 ５４，０００円 ）

 

２－１－２ 加算額 

月額 

区 分 単 位 料金額 

(1) 区域外線路使用料 区域外線路100mまでごとに 
１，０００円

（税込額 １，０８０円 ）

(2) 異経路線路使用料  別に算定する実費

(3) 特別電気通信設備使用料  別に算定する実費

 

２－２ ボイスモードに係るもの 

２－２－１ 基本機能利用料 

単 位 料金額 

１のＩＰ電話番号ごとに月額 ２８０円（税込額 ３０２円）

 

２－２－２ ユニバーサルサービス料 

単 位 料金額 

１のＩＰ電話番号ごとに月額 ２円（税込額 ２．１６円）

 

２－２－３ 通信料 

(1) (2)～(5)以外に係るもの 

地 域 単 位 料金額 
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大阪府、京都府、兵庫県、奈

良県、滋賀県、和歌山県、福

井県への通信 

１の通信につき通信時間 180

秒までごとに 
７．４円

（税込額 ７．９９円）

上記以外の地域への通信 ８円

（税込額 ８．６４円）

 

(2) 携帯・自動車電話事業者への通信に係るもの 

単 位 料金額 

１の通信につき通信時間60秒までごとに １８円（税込額 １９．４４円）

備考 

１ ボイスモードから着信できる携帯・自動車電話事業者は、当社が別に定めるところにより

ます。 

 

(3) ＰＨＳ事業者への通信に係るもの 

単 位 料金額 

１の通信につき通信時間60秒までごとに ２０円（税込額 ２１．６円）

備考 

１ ボイスモードから着信できるＰＨＳ事業者は、当社が別に定めるところによります。 

 

(4) ＩＰ電話番号への通信に係るもの 

区 分 単 位 料金額 

当社が別に定める番号への通

信 

１の通信につき通信時間 180

秒までごとに 

７．４円

（税込額 ７．９９円）

 

(5) 外国への通信に係るもの 

地 域 １の通信につき通信時

間60秒までごとに次の

料金額 
アイスランド共和国 ３３円

アイルランド ２２円

アゼルバイジャン共和国 ７７円

アセンション島 ２９７円

アゾレス諸島 ４４円

アフガニスタン ８３円

アメリカ合衆国（アラスカおよびハワイを除きます。） ６円

アラスカ ６円

アラブ首長国連邦 ８３円

アルジェリア民主人民共和国 ５５円

アルゼンチン共和国 ５５円

アルバ ６６円

アルバニア共和国 １５４円

アルメニア共和国 ７７円

アンギラ ８８円

アンゴラ共和国 ５０円

アンティグア・バーブーダ ８３円
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アンドラ公国 ２２円

イエメン共和国 ８３円

イスラエル国 ３９円

イタリア共和国 ２２円

イラク共和国 ２２７円

イラン・イスラム共和国 ８３円

インド ７７円

インドネシア共和国 ４４円

ウガンダ共和国 ５５円

ウクライナ ５５円

ウズベキスタン共和国 ７７円

ウルグアイ東方共和国 ６６円

英領バージン諸島 ５５円

エクアドル共和国 ６６円

エジプト・アラブ共和国 ８３円

エストニア共和国 ３９円

エチオピア連邦民主共和国 ９４円

エリトリア国 ８３円

エルサルバドル共和国 ５０円

オーストラリア １９円

オーストリア共和国 ３３円

オマーン国 ８３円

オランダ王国 ２２円

オランダ領アンティール １２１円

ガーナ共和国 ７７円

カーボベルデ共和国 ８３円

ガイアナ協同共和国 １１０円

カザフスタン共和国 ４４円

カタール国 ８３円

カナダ ６円

カナリア諸島 ３９円

ガボン共和国 ７７円

カメルーン共和国 ８３円

ガンビア共和国 ７７円

カンボジア王国 ６６円

ギニア共和国 ７７円

ギニアビサウ共和国 １７６円

キプロス共和国 ８３円

キューバ共和国（グアンタナモを除きます。） １５４円

キュラソー島 １２１円

ギリシャ共和国 ５０円

キリバス共和国 １０５円

キルギス共和国 ７７円

グアテマラ共和国 ５５円

グアドループ島 ９４円
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グアム １７円

グアンタナモ １５４円

クウェート国 ８３円

クック諸島 １２１円

グリーンランド ９９円

クリスマス島 １９円

グルジア ７７円

グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 １９円

グレナダ ８８円

クロアチア共和国 ５５円

ケイマン諸島 １１０円

ケニア共和国 ８３円

コードジボワール共和国 ８３円

ココス・キーリング諸島 １９円

コスタリカ共和国 ３９円

コモロ・イスラム連邦共和国 ８３円

コロンビア共和国 ５０円

コンゴ共和国 １１０円

コンゴ民主共和国 ９９円

サイパン ３３円

サウジアラビア王国 ８３円

サモア独立国 １８７円

サントメ・プリンシペ民主共和国 １９８円

ザンビア共和国 ７７円

サンピエール島・ミクロン島 ５５円

サンマリノ共和国 ７７円

シエラレオネ共和国 ８３円

ジブチ共和国 １９８円

ジブラルタル ６６円

社会主義人民リビア・アラブ国 ７７円

ジャマイカ ８３円

シリア・アラブ共和国 ８３円

シンガポール共和国 ２８円

ジンバブエ共和国 ７７円

スイス連邦 ２２円

スウェーデン王国 ２２円

スーダン共和国 ７７円

スペイン ３９円

スペイン領北アフリカ ３９円

スリナム共和国 ８８円

スリランカ民主社会主義共和国 ７７円

スロバキア共和国 ５０円

スロベニア共和国 ５０円

スワジランド王国 ５０円

赤道ギニア共和国 ７７円
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セネガル共和国 ８３円

セルビア ５５円

セントクリストファー・ネイビス ８３円

セントビンセントおよびグレナディーン諸島 ８８円

セントヘレナ島 ２９７円

セントマーチン島 ４４円

セントルシア ８８円

ソマリア民主共和国 ２２０円

ソロモン諸島 ３７４円

タークスおよびカイコス諸島 ５５円

タイ王国 ４４円

大韓民国 ２８円

台湾 ２８円

タジキスタン共和国 １２１円

タンザニア連合共和国 ８３円

チェコ共和国 ５０円

チャド共和国 ７７円

中央アフリカ共和国 １２１円

中華人民共和国 ２８円

チュニジア共和国 ７７円

朝鮮民主主義人民共和国 ２５３円

チリ共和国 ３９円

ツバル １５４円

デンマーク王国 ３３円

ドイツ連邦共和国 １９円

トーゴ共和国 ８３円

トケラウ諸島 １６５円

ドミニカ国 ７７円

ドミニカ共和国 ３９円

トリニダード・トバゴ共和国 ５５円

トルクメニスタン ６６円

トルコ共和国 ５０円

トンガ王国 ８８円

ナイジェリア連邦共和国 ８３円

ナウル共和国 ２０９円

ナミビア共和国 ８３円

ニウエ １７６円

ニカラグア共和国 ５５円

ニジェール共和国 ７７円

ニューカレドニア ５５円

ニュージーランド ３９円

ネパール王国 ７７円

ノーフォーク島 １６５円

ノルウェー王国 ２２円

バーレーン国 ８３円
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ハイチ共和国 ８３円

パキスタン・イスラム共和国 ７７円

バチカン市国 ２２円

パナマ共和国 ５５円

バヌアツ共和国 １２１円

バハマ国 １４３円

パプアニューギニア １３２円

バミューダ諸島 ５５円

パラオ共和国 １４３円

パラグアイ共和国 ６６円

バルバドス ８３円

パレスチナ ５５円

ハワイ ６円

ハンガリー共和国 ３９円

バングラデシュ人民共和国 ７７円

東ティモール ２９７円

フィジー共和国 ５５円

フィリピン共和国 ３４円

フィンランド共和国 ２２円

ブータン王国 ７７円

プエルトリコ ３９円

フェロー諸島 ６６円

フォークランド諸島 １２１円

ブラジル連邦共和国 ２９円

フランス共和国 １９円

フランス領ギアナ ５５円

フランス領ポリネシア ５５円

ブルガリア共和国 ５５円

ブルキナファソ ８３円

ブルネイ・ダルサラーム国 ５５円

ブルンジ共和国 ７７円

米領サモア ５５円

米領バージン諸島 ２２円

ベトナム社会主義共和国 ８８円

ベナン共和国 ８３円

ベネズエラ・ボリバル共和国 ６６円

ベラルーシ共和国 ６６円

ベリーズ ５５円

ペルー共和国 ４４円

ベルギー王国 ２２円

ポーランド共和国 ４４円

ボスニア・ヘルツェゴビナ ６６円

ボツワナ共和国 ８３円

ボリビア共和国 ５５円

ポルトガル共和国 ４４円
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香港 ２８円

ホンジュラス共和国 ５５円

マーシャル諸島共和国 ６６円

マイヨット島 ５５円

マカオ ６６円

マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 ６６円

マダガスカル共和国 １３２円

マディラ諸島 ４４円

マラウイ共和国 ７７円

マリ共和国 ５０円

マルタ共和国 ５０円

マルチニーク島 ５５円

マレーシア ２８円

ミクロネシア連邦 ８８円

南アフリカ共和国 ８３円

南スーダン共和国 ８８円

ミャンマー連邦 ６６円

メキシコ合衆国 ３９円

モーリシャス共和国 ７７円

モーリタニア・イスラム共和国 ８３円

モザンビーク共和国 ８３円

モナコ公国 ２２円

モルディブ共和国 ８８円

モルドバ共和国 ６６円

モロッコ王国 ７７円

モンゴル国 ４４円

モンセラット ８３円

モンテネグロ ６６円

ヨルダン・ハシミテ王国 ８３円

ラオス人民民主共和国 ６６円

ラトビア共和国 ６６円

リトアニア共和国 ６６円

リヒテンシュタイン公国 ８８円

リベリア共和国 ８３円

ルーマニア ６６円

ルクセンブルク大公国 ３９円

ルワンダ共和国 ８３円

レソト王国 ７７円

レバノン共和国 ８３円

レユニオン ５５円

ロシア連邦 ４４円

ワリス・フテュナ諸島 ４２９円

イリジウム１６ ３８５円

インマルサット Ａｅｒｏ ８２５円

インマルサット ＢＧＡＮ ６６０円
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インマルサット ＦＢＢ ６６０円

インマルサット ＢＧＡＮ－ＨＳＤ １，４３０円

インマルサット ＦＢＢ－ＨＳＤ １，４３０円

スラーヤー ２７５円

ＥＭＳＡＴ ７７０円

グローバルスター ７７０円

オーストラリア ＯＰＴＵＳ ＶＩＲＴＵＡＬ ３３円

ＭＣＰ ３８５円

備 考 

外国への通信の取り扱いに関しては、外国の法令、外国の電気通信事業者が定める契約約款

などにより制限されることがあります。 
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第２ 付加機能利用料 

 

(１) タイプ１に係るもの 

① メニュー１のもの 

月額 

区 分 単 位 料金額 

１ メールホステ

ィング機能 

 

ＩＰ通信網サービス取扱局に設

置される電子メール情報蓄積装

置を利用して、電子メールの蓄

積、再生または転送などを行う

機能をいいます。 

メール 

アドレス 

10まで 

ごとに 

1,000円

（税込額1,080円）

電子メール

蓄積容量 

150MB 
3,000円

（税込額3,240円）

250MB 
4,500円

（税込額4,860円）

500MB 
7,500円

（税込額8,100円）

1GB 
12,000円

（税込額12,960円）

2.5GB 
25,000円

（税込額27,000円）

5GB 
40,000円

（税込額43,200円）

備

考 

ア 本機能を利用するＩＰ通信網サービス契約者は、メールアドレスの数

および電子メール蓄積容量を選択していただきます。 

イ ＩＰ通信網サービス契約者は、メールアドレスの数および電子メール

蓄積容量の変更を請求することができます。 

ウ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上

やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくこ

とがあります。この場合、あらかじめそのことをＩＰ通信網サービス契

約者に通知します。 

エ 電子メールを蓄積できる期間は、当社が別に定めるところによります。

オ ＩＰ通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割

当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。）について、他

の電気通信事業者などから異議申立てがあり、そのＩＰ通信網サービス

契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことについてＩＰ通

信網サービスの提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、

そのＩＰ通信網サービス契約者からの電子メールの転送を停止すること

があります。 

カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（オの規定により現に蓄積

している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止

を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いま

せん。 

ケ ただし、本機能の利用にはＩＰｖ４またはＩＰｖ６のいずれかを選択

していただきます。 
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２ メーリングリ

スト機能 

あらかじめＩＰ通信網サービス

取扱局に登録されたメーリング

リスト（電子メールの着信先をい

います。以下同じとします。）に

基づき、送られてきた電子メール

をそのメーリングリストに係る

着信先に配信する機能をいいま

す。 

１メーリングリスト 

ごとに 

1,000円

（税込額 1,080円）

備

考 

ア メールホスティング機能を利用しているＩＰ通信網サービス契約者に

限り提供します。 

イ 当社は、仮想メールアドレス（メーリングリストに対して当社が割当

てたメールアドレスをいいます。）の数は、当社が別に定めるところによ

ります。 

ウ メーリングリストに係る着信先の数は、当社が別に定めるところによ

るものとし、その登録および変更は、当社が別に定める方法により行っ

ていただきます。 

３ ウェブホステ

ィング機能 

ＩＰ通信網サービス取扱局に設

置されるホームページ情報蓄積

装置を利用して、ホームページに

係る情報の蓄積または転送など

を行うことができる機能をいい

ます。 

ホームペ

ージアド

レス 

１のホー

ムページ

アドレス

ごとに 

2,000円

（税込額2,160円）

ホームペ

ージ蓄積

容量 

30MB 
3,000円

（税込額3,240円）

50MB 
4,500円

（税込額4,860円）

100MB 
7,500円

（税込額8,100円）

200MB 
12,000円

（税込額12,960円）

500MB 
25,000円

（税込額27,000円）

１GB 
40,000円

（税込額43,200円）

備

考 

ア 本機能を利用するＩＰ通信網サービス契約者は、ホームページ蓄積容量

を選択していただきます。 

イ ＩＰ通信網サービス契約者は、ホームページ蓄積容量の変更を請求する

ことができます。 

ウ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときそ

の他ＩＰ通信網サービス契約に関する当社の業務の遂行上著しい支障が

あるときは、現にホームページとして蓄積している情報の転送を停止し、

または消去することがあります。 

エ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に

定めるソフトウェアを用いてコンピューターウイルスまたは不正なプロ

グラムなど（以下「ウイルスなど」といいます。）の検知を行います。た

だし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル（ウイルスな

どを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの

）に基づき実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するもの
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 ではありません。 

オ 当社は、エの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に

有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の

権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームペー

ジが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積して

いる情報の転送の停止を行うことがあります。 

 カ 当社は、オの規定により現にホームページとして蓄積している情報の

転送を停止されたＩＰ通信網サービス契約者が、なおその事実を解消し

ないときは、そのＩＰ通信網サービス契約者に係るホームページの利用

の廃止を行うことがあります。 

キ オからカまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情

報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う

場合は、当社はあらかじめ、そのことをＩＰ通信網サービス契約者に通

知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

ク 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の

蓄積を行わないときは、そのＩＰ通信網サービス契約者にホームページ

の利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、

そのことをＩＰ通信網サービス契約者に通知します。 

ケ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（ウからカまでの規

定およびクの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転

送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに

伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

コ ただし、本機能の利用にはＩＰｖ４またはＩＰｖ６のいずれかを選択

していただきます。 

４ ホームページ

アクセス統計

機能 

３欄に規定するウェブホスティング

機能により公開されたホームページ

へのアクセス状況などの情報を提供

する機能をいいます。 

１のホームページ 

アドレスごとに 

5,000円

（税込額 5,400円）

備 

考 

ア 本サービスにおいて提供される情報の内容は、当社が別に定めるとこ

ろによります。 

５ ウイルスチェ

ック機能 

ＩＰ通信網サービスに係る情報蓄積

装置を経由する電子メールに対し

て、コンピュータウイルス（通信や

コンピュータなどの機能に妨害を与

えるためのプログラムであって、当

社が別に定めるものをいいます。以

下同じとします。）が含まれる場合に

おいて、当該コンピュータウイルス

を検知および駆除または削除する機

能をいいます。 

10のメールアドレ

スごとに 

1,500円

（税込額 1,620円）

備

考 
ア 当社は、１のドメイン名につき１の機能を提供します。 

イ 本機能は、１のドメイン名に係るメールアドレスの数について、適用

します。 
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 ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含

まれるコンピュータウイルス（以下「ウイルス」といいます。）につい

て、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除

または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウ

イルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が別に定め

るウイルスパターンファイル（コンピュータウイルスを検知するため、

各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの）により対応可能

なウイルスとします。 

エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証する

ものではありません。 

オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いま

せん。 

カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの規

定は適用しません。 

キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところ

によります。 

６ 上限伝送速度

設定機能 

この機能を利用するＩＰ通信網サー

ビス契約者に係るＩＰ通信網サービ

スにおいて通信可能な符号伝送速度

の上限値を、そのＩＰ通信網サービ

ス契約者があらかじめ指定すること

ができる機能をいいます。 

－ 無料

備

考 

ア この機能は、ＩＰ通信網サービスの直収型タイプ２に係るＩＰ通信網

サービス契約者に限り提供します。 

イ この機能において、ＩＰ通信網サービス契約者があらかじめ指定する

ことができる符号伝送速度の上限値は、その品目ごとに次のとおりとし、

発信および着信の速度が設定できます。 

 

品 目 指定可能な符号伝送速度の上限値 
100Mbps 10Mbpsから５Mbpsごとに95Mbpsまで 
1Gbps 100Mbpsから50Mbpsごとに950Mbpsまで 
10Gbps 1Gbpsから500Mbpsごとに9500Mbpsまで 

 

７ ＩＰｖ６機能 第１種ＩＰ通信網サービスにおい

てＩＰｖ６通信を行うことがで

きる機能をいいます。 
－ 無料 

備

考 

ア 本機能は、ＩＰｖ６通信を行うことができる機能を提供するものであ

り、その契約者回線で使用するＩＰｖ６アドレスを提供するものではあり

ません。 

８ 大量通信制御

機能 

この機能を利用するＩＰ通信網サ

ービス契約者に係る契約者回線へ

大量の通信が発生した場合にあら

かじめそのＩＰ通信網サービス契

約者が指定した通信を軽減または

その通信に係るＩＰパケットを破

棄する機能をいいます。 

直

収

型

10Mbps 

までのもの 

150,000円

（税込額162,000

円）

10Mbpsを超えて

100Mbpsまでの 

もの 

300,000円

（税込額324,000

円）
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100Mbpsを超えて 

1Gbpsまでのもの 

600,000円

（税込額648,000

円）

共

用

型

10Mbps 

100Mbps 

150,000円

（税込額162,000

円）

1Gbps 

300,000円

（税込額324,000

円）

クラウド 

接続 

600,000円

（税込額648,000

円）

備

考 

ア この機能は、ＩＰ通信網サービス契約者に限り提供します。 

イ この機能において、ＩＰ通信網サービス契約者があらかじめ指定する

ことができる符号伝送速度の上限値は、その品目ごとに次のとおりとし、

通信を軽減する速度が設定できます。 

 

品 目 指定可能な符号伝送速度の上限値 
10Mbps ０Mbpsから１Mbpsごとに10Mbpsまで 
100Mbps ０Mbpsから１Mbpsごとに100Mbpsまで 

1Gbps ０Mbpsから１Mbpsごとに100Mbpsまで 

100Mbpsから10Mbpsごとに1Gbpsまで 
クラウド接続 ０Mbpsから１Mbpsごとに100Mbpsまで 

100Mbpsから10Mbpsごとに1Gbpsまで 
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② メニュー２のもの 

月額 

区 分 単 位 料金額 

ホスティングパッ

クサービス 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) メールホスティング機能

およびウェブホスティング

機能 

ＩＰ通信網サービス取

扱局に設置される電子メ

ールおよびホームページ

の情報蓄積装置を利用し

て、電子メール並びにホ

ームページの蓄積および

転送を行う機能および当

社が別に定めるメールチ

ェック機能をいいます。

(2) ウイルスチェック機能 

ＩＰ通信網サービスに

係る情報蓄積装置を経由

する電子メールに対し

て、コンピュータウイル

ス（通信やコンピュータ

などの機能に妨害を与え

るためのプログラムであ

って、当社が別に定める

ものをいいます。以下こ

の欄において同じとしま

す。）が含まれる場合にお

いて、当該コンピュータ

ウイルスを検知および駆

除または削除する機能を

いいます。 

(3) メーリングリスト機能 

仮想メールアドレス

（契約者からあらかじめ

当社のサーバに登録した

メーリングリストに対し

て当社が割当てたメール

アドレスをいいます。以

下この欄において同じと

します。）宛に送られたメ

ールを、仮想メールアド

レスに係る着信者に配信

する機能をいいます。 

パ

ッ

ク

１

メールアド

レスの数 

５ま

で 

3,000円

（税込額 3,240円）

電子メール

蓄積容量 
５GB

ホームペー

ジ蓄積容量
100MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

ク

２

メールアド

レスの数 

10ま

で 

4,800円

（税込額 5,184円）

電子メール

蓄積容量 
10GB

ホームペー

ジ蓄積容量
100MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

ク

３

メールアド

レスの数 

20ま

で 

8,800円

（税込額 9,504円）

電子メール

蓄積容量 
20GB

ホームペー

ジ蓄積容量
150MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

ク

４

メールアド

レスの数 

50ま

で 

15,200円

（税込額 16,416円）

電子メール

蓄積容量 
40GB

ホームペー

ジ蓄積容量
150MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

メールアド

レスの数 

100 

まで

23,000円

（税込額 24,840円）
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ク

５

電子メール

蓄積容量 
75GB

ホームペー

ジ蓄積容量
200MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

ク

６

メールアド

レスの数 

150 

まで

30,000円

（税込額32,400円）

電子メール

蓄積容量 
100GB

ホームペー

ジ蓄積容量
200MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

パ

ッ

ク

７

メールアド

レスの数 

200 

まで

38,000円

（税込額41,040円）

電子メール

蓄積容量 
125GB

ホームペー

ジ蓄積容量
250MB

ウイルスチ

ェック機能
－ 

メーリング

リスト機能
－ 

備

考 

１の契約者回線で利用できる本サービスのパックの数は５までとし、それ

ぞれの機能の提供条件などに基づき本サービスを提供します。 
ただし、本サービスのパックごとにＩＰｖ４またはＩＰｖ６のいずれかを

選択していただきます。 
(1) メールホスティング機能およびウェブホスティング機能 

ア 当社は、１のウェブホスティングの機能により１のホームページア

ドレスを提供します。 
イ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行

上やむを得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただ

くことがあります。この場合、あらかじめそのことをＩＰ通信網サー

ビス契約者に通知します。 
ウ ＩＰ通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が

割当てを行ったメールアドレスを使用するものを含みます。）につい

て、他の電気通信事業者などから異議申立てがあり、そのＩＰ通信網

サービス契約者からの電子メールの転送機能を継続して行うことにつ

いてＩＰ通信網サービスの提供に重大な支障があると認められるとき

は、当社は、そのＩＰ通信網サービス契約者からの電子メールの転送

を停止することがあります。 
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 エ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（ウの規定により現

に蓄積している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利

用の廃止を行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、

責任を負いません。 

オ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないと

きその他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームペ

ージとして蓄積している情報の転送を停止し、または消去することが

あります。 
カ 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が

別に定めるソフトウェアを用いてコンピューターウイルスまたは不正

なプログラムなど（以下「ウイルスなど」といいます。）の検知を行い

ます。ただし、本検知については当社が別に定めるパターンファイル

（ウイルスなどを検知するため、各々のウイルスの特徴をパターンと

してまとめたもの）に基づき実施するものであり、完全な機能を果た

すことを保証するものではありません。 

キ 当社は、カの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上

に有害な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その

他の権利を侵害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホー

ムページが利用されていると認めた場合は、現にホームページとして

蓄積している情報の転送の停止を行うことがあります。 
ク 当社は、キの規定により現にホームページとして蓄積している情報

の転送を停止されたＩＰ通信網サービス契約者が、なおその事実を解

消しないときは、そのＩＰ通信網サービス契約者に係るホームページ

の利用の廃止を行うことがあります。 
ケ キからクまでの規定により、現にホームページとして蓄積している

情報の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行

う場合は、当社はあらかじめ、そのことをＩＰ通信網サービス契約者

に通知します。 
コ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報

の蓄積を行わないときは、そのＩＰ通信網サービス契約者のホームペ

ージの利用の廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらか

じめ、そのことをＩＰ通信網サービス契約者に通知します。 
サ 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（オからクまでの

規定およびコの規定により現にホームページとして蓄積している情報

の転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行った

ことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いません。

シ 本サービスを利用する場合には、第５表（附帯サービスに係る料金）

第２（料金額）Ａの(2)（ドメインに係る維持管理料）の規定に係わら

ず、その料金は適用しません。 

 

(2) ウイルスチェック機能 

ア 当社は、１のドメイン名につき１の機能を提供します。 
イ 本機能は、１のドメイン名に係るメールアドレスの数について、適

用します。 
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  ウ 当社は、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに

含まれるコンピュータウイルス（以下「ウイルス」といいます。）につ

いて、当社が別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および

駆除または削除を行います。ただし、駆除または削除可能なウイルス

は、ウイルスの検知および駆除または削除の実施時における、当社が

別に定めるウイルスパターンファイル（コンピュータウイルスを検知

するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの）に

より対応可能なウイルスとします。 
エ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証す

るものではありません。 
オ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負い

ません。 
カ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、オの

規定は適用しません。 
キ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるとこ

ろによります。 
 

(3) メーリングリスト機能 

ア 仮想メールアドレスの数は、当社が別に定めるところによります。

イ メーリングリストに係る着信先の数は、当社が別に定めるところに

よるものとし、その登録および変更は、当社が別に定める方法により

おこなっていただきます。 
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(２) タイプ２に係るもの 

月額 

区 分 単 位 料金額 

１ サーバホ

スティング

機能 

ＩＰ通信網サービス取扱局に設置する

電子メールおよびホームページの情報

蓄積装置を利用して、電子メール並び

にホームページの蓄積および転送を行

う機能をいいます。 

１機能ごと 
600円

（税込額 648円）

備 

考 

ア 本機能は、１のメールホスティングおよび１のウェブホスティングを提供

します。 

イ １のメールホスティングの機能により、当社が提供する電子メールのアド

レスの数は当社が別に定めるところによります。この場合、１のメールアド

レスあたりの電子メール蓄積容量は当社が別に定めるところによります。 

ウ １のウェブホスティングの機能により、当社は１のホームページアドレス

を提供します。この場合、ホームページ蓄積容量は当社が別に定めるところ

によります。 

エ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約に関する技術上または業務の遂行上やむ

を得ない理由があるときは、メールアドレスを変更していただくことがあり

ます。この場合、あらかじめそのことをＩＰ通信網サービス契約者に通知し

ます。 

オ ＩＰ通信網サービス契約者が送信した電子メール（当社以外の者が割当て

を行ったメールアドレスを使用するものを含みます。）について、他の電気

通信事業者などから異議申立てがあり、そのＩＰ通信網サービス契約者から

の電子メールの転送機能を継続して行うことについてＩＰ通信網サービス

の提供に重大な支障があると認められるときは、当社は、そのＩＰ通信網サ

ービス契約者からの電子メールの転送を停止することがあります。 
カ 当社は、電子メールの利用に伴い発生する損害（オの規定により現に蓄積

している情報の転送の停止もしくは消去または電子メールの利用の廃止を

行ったことに伴い発生する損害を含みます。）については、責任を負いませ

ん。 

キ 当社は、当社の電気通信設備の保守上または工事上やむを得ないときその

他当社の業務の遂行上著しい支障があるときは、現にホームページとして蓄

積している情報の転送を中止し、または消去することがあります。 

ク 当社は、現にホームページとして蓄積している情報に対し、当社が別に定

めるソフトウェアを用いてコンピューターウイルスまたは不正なプログラ

ムなど（以下「ウイルスなど」といいます。）の検知を行います。ただし、

本検知については当社が別に定めるパターンファイル（ウイルスなどを検知

するため、各々のウイルスの特徴をパターンとしてまとめたもの）に基づき

実施するものであり、完全な機能を果たすことを保証するものではありませ

ん。 

ケ 当社は、クの規定によるウイルスなどの検知によりホームページ上に有害

な情報が含まれていると認めた場合、または他人の著作権その他の権利を侵

害し、公序良俗に反し、または法令に反する態様でホームページが利用され

ていると認めた場合は、現にホームページとして蓄積している情報の転送の
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 停止を行うことがあります。 

コ 当社は、ケの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送

を停止されたＩＰ通信網サービス契約者が、なおその事実を解消しないとき

は、そのＩＰ通信網サービス契約者に係るホームページの利用の廃止を行う

ことがあります。 

サ ケからコまでの規定により、現にホームページとして蓄積している情報の

転送の停止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行う場合は、当

社はあらかじめ、そのことをＩＰ通信網サービス契約者に通知します。 

ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。 

シ 当社は、ＩＰ通信網サービス契約者が一定期間ホームページの情報の蓄積

を行わないときは、そのＩＰ通信網サービス契約者にホームページの利用の

廃止を行うことがあります。この場合は、当社はあらかじめ、そのことをＩ

Ｐ通信網サービス契約者に通知します。 

ス 当社は、ホームページの利用に伴い発生する損害（キからコまでの規定お

よびシの規定により現にホームページとして蓄積している情報の転送の停

止もしくは消去またはホームページの利用の廃止を行ったことに伴い発生

する損害を含みます。）については、責任を負いません。 

２ メーリン

グリスト機

能 

あらかじめＩＰ通信網サービス取

扱局に登録されたメーリングリス

トに基づき、送られてきた電子メー

ルをそのメーリングリストに係る

着信先に配信する機能をいいます。

１メーリングリスト 

ごとに 

1,000円

（税込額 1，080円）

備

考 

ア サーバホスティング機能を利用しているＩＰ通信網サービス契約者に限

り提供します。 

イ 当社は、仮想メールアドレスの数は、当社が別に定めるところによります。

ウ メーリングリストに係る着信先の数は、当社が別に定めるところによるも

のとし、その登録および変更は、当社が別に定める方法により行っていただ

きます。 

３ ウイルス

チェック機

能 

サーバホスティング機能に係る情

報蓄積装置を経由する電子メール

に対して、コンピュータウイルス

（通信やコンピュータなどの機能

に妨害を与えるためのプログラム

であって、当社が別に定めるものを

いいます。以下同じとします。）が

含まれる場合において、当該コンピ

ュータウイルスを検知駆除または

削除する機能をいいます。 

１のメールアドレスご

とに 

200円

（税込額 216円）
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備

考 

ア 本機能は、サーバホスティング機能を利用しているＩＰ通信網サービス契

約者に限り提供します。 

イ 当社、本機能に係るメールアドレスに送受信された電子メールに含まれる

コンピュータウイルス（以下「ウイルス」といいます。）について、当社が

別に定めるソフトウェアを用いてウイルスの検知および駆除または削除を

行います。ただし、駆除または削除可能なウイルスは、ウイルスの検知およ

び駆除または削除の実施時における、当社が別に定めるウイルスバターンフ

ァイル（コンピュータウイルスを検地するため、各々のウイルスの特徴をバ

ターンとしてまとめたもの）により対応可能なウイルスとします。 

ウ 本機能は、ウイルスチェックとして完全な機能を果すことを保証するもの

ではありません。 

エ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。

オ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、エの規定は

適用しません。 

カ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによ

ります。 

４ ホームペ

ージ閲覧規

制機能 

ＩＰ通信網サービス契約者がホー

ムページの閲覧をする場合に、当社

が別に定めるところにより指定し

たホームページの閲覧を規制する

機能をいいます。 

１機能ごと 
200円

（税込額 216円）

備

考 

ア 本機能は、第１種ＩＰ通信網サービス契約であって、共用型 type 1

（10Mbps）または共用型 type 2 クラスⅠに係るもので当社が別に定めるも

のに限り提供します。 

イ 本機能は、ホームページ閲覧規制として完全な機能を果すことを保証する

ものではありません。 

ウ 当社は、本機能の利用に伴い発生する損害については、責任を負いません。

エ 当社の故意または重大な過失により生じた損害である場合は、ウの規定は

適用しません。 

オ 本機能において、その他提供条件については当社が別に定めるところによ

ります。 

５ アクセス

分析機能 

ＩＰ通信網サービス契約者が開設

したホームページについて、アクセ

スの集計情報を提供する機能をい

います。 

１の機能につき 
150円

（税込額 162円）

備

考 

ア ＩＰ通信網サービス契約者が、当社のＩＰ通信網サービス取扱局に設置さ

れたホームページ情報蓄積装置を利用して開設している１のホームページ

に限り、この機能を利用できます。 
イ 当社は、本機能で提供する情報について、完全性、正確性などを保証しま

せん。 
ウ 本機能で提供する情報の集計期間その他提供条件は、当社が別に定めると

ころによります。 

６ グループ

コミュニテ

ィ機能 

削除  
備

考 
削除 



 70

７ ＩＰｖ６機能 第１種ＩＰ通信網サービスにおいて

ＩＰｖ６通信を行うことができる機

能をいいます。 
－ 無料 

備

考 

ア 本機能は、ＩＰｖ６通信を行うことができる機能を提供するものであ

り、その契約者回線で使用するＩＰｖ６アドレスを提供するものではあ

りません。 
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第２表 回線接続装置など使用料 

第１ 適用 

回線接続装置などの適用については、第36条(回線接続装置などの提供)の規定によるほか、

次のとおりとします。 

区 分 内   容 

(1) 回線接続装置など

に係る料金の適用 

契約者回線がＩＰ通信網サービス取扱局において終端する場合を除き、当

社はその契約者回線に回線接続装置などを設置します。その場合、回線接

続装置に係る料金額を適用します。 

(2) 配線設備に係る料

金の適用 

ＩＰ通信網サービス契約者からの請求により当社が配線設備を提供した場

合には、引込線の終端となる端子から回線接続装置までの間の配線設備に

係る料金額を適用します。 

 

 

第２ 回線接続装置など使用料の額 

月額 

料金種別 品 目 単 位 料金額 

(1) 回線接続装置使用

料 

100Mbpsまでのもの １台ごとに ３，０００円

（税込額３，２４０円 ）

1Gbps用のもの １０，０００円

（税込額１０，８００円 ）

(2) 回線終端装置使用

料 

1Gbps用のもの １台ごとに ６０，０００円

（税込額６４，８００円 ）

10Gbps用のもの ６０，０００円

（税込額６４，８００円 ）

(3) 配線設備使用料 － １配線ごとに ２，０００円

（税込額２，１６０円 ）

備考 

 直収型タイプ２に係るもので品目が1Gbpsのものは回線接続装置使用料を適用します。 
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第３表 工事に関する費用 
第１ 工事費 

１ 適用 

ＩＰ通信網サービスに係る工事費の適用については、第50 条(工事費の支払義務)の規定に

よるほか次のとおりとします。 

区  分 内    容 

(1) 工事費の適用 ア 工事費は、工事を要することとなる交換機などおよび契約者回線（配線設

備および回線接続装置などを含みます。以下この欄において同じとします。）

などについて、１の工事ごとに適用します。 

イ １のＩＰ通信網サービス契約者からの請求により同時に２以上の工事を施

工する場合（交換機などおよび契約者回線に係る工事であって、その工事を

施工する場所が同一の構内または同一の建物内である場合をいいます。）は、

１の工事を除く他の工事の部分について１の工事につき 3,500 円（税込額 

3,780円）（回線接続装置の機器工事と屋内配線工事が同時工事の場合に限り

ます。）を減額します。 

(2) 品目の変更ま

たは移転などの

場合の工事費の

適用 

ア 品目の変更の場合の工事費は、変更後の品目に対応する設備に関する工事

に適用し、移転または他社回線の接続変更の場合の工事費は、移転先または

接続変更先の取付けに関する工事に適用します。 

(3) 工事の適用区

分 

ア 工事の区分は次のとおりとします。 

 工事の区分 適  用 

(ｱ) 交換機など工事 ＩＰ通信網サービス取扱局の交換機および端子に

おいて契約者回線の設置もしくは移転、品目の変

更、またはその他のＩＰ通信網サービス契約内容

の変更に関する工事を要する場合に適用します。

(ｲ) 契約者回線の設

置などに係る工事

契約者回線（配線設備および回線接続装置などを

除きます。）の設置または移転の場合に適用しま

す。 

(ｳ) 特定サービス取

扱局内の設定に係

る工事 

特定サービス取扱局内における契約者回線の設置

または移転の場合に適用します。 

(ｴ) 屋内配線工事 契約者回線の内、引込線の終端から回線接続装置

まで間の配線の設置または移転の工事を要する場

合に適用します。 

(ｵ) 機器工事 当社が提供する回線接続装置の設置または移転の

工事を要する場合に適用します。 

(ｶ) 回線終端装置の

設置などに係る

工事 

回線終端装置の設置または移転の工事を要する場

合に適用します。 

(ｷ) 契約者回線の利

用の一時中断に係

る工事 

契約者回線および端末設備の利用の一時中断など

を行う場合に適用します。 

 

(4) 工事費の減額

適用 

ア 当社は、２（工事費の額）の規定にかかわらず、工事の態様などを勘案し

て、その工事費の額を減額して適用することがあります。 
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２ 工事費の額 

区   分 単  位 工事費の額 

(1) 交換機など工事 ア ＩＰ通信網サービス取扱局にお

ける取扱局交換設備および端子の

工事 

１の工事ごとに
3,000円

（税込額3,240円）

イ ボイスモー

ドに関する工

事 

登録に係る工事 

１の工事ごとに
1,000円

（税込額1,080円）

ウ ＩＰｖ６機

能に関する工

事 

設定に係る工事 

１の工事ごとに
3,000円

（税込額3,240円）

エ クラウド接

続に関する工

事 

設定に係る工事 

１の工事ごとに
5,000円

（税込額5,400円）

(2) 契約者回線の設

置などの工事 

契約者回線の設置に関する工事(第 

２種ＩＰ通信網サービス契約に係る

場合は除きます。) 

１の工事ごとに
2,500円

（税込額2,700円）

(3) 特定サービス取

扱局内の設定に係

る工事 

特定サービス取扱局内における契約

者回線の設置に関する工事 １の工事ごとに
20,000円

（税込額21,600円）

(4) 屋内配線工事 光ケーブル配線の工事 
１の工事ごとに

12,000円

（税込額12,960円）

(5) 機器工事 回線接続装置の工事 
１の工事ごとに

8,000円

（税込額8,640円）

(6) 回線終端装置の

設置などの工事 

回線終端装置の設置に関する工事 
１の工事ごとに

20,000円

（税込額21,600円）

(7) 利用の一時中断

の工事 

交換機などの工事 
１の工事ごとに

3,000円

（税込額3,240円）

(8) 再利用の工事 (1)から(4)までの

工事費の額と同額 

備考 

上記工事、および契約者回線の設置に伴い、引込柱以降において建柱、配管工事、管路工事、また

は管路引込み工事など特別な工事を要する場合には、実費を支払っていただきます。 
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第２ 線路設置費 

１ 適用 

線路設置費の適用については、第 51 条(線路設置費の支払義務)の規定によるほか次のとお

りとします。 

区 分 内   容 

(1) 線路設置費の適用 ア 線路設置費は、区域外線路について適用します。 

イ 移転後の契約者回線の終端が区域外となる場合（契約者回線が異経路

となる場合を除きます。）であって、移転前の区域外線路の一部を使用す

るときは、その部分を除いた区域外線路の部分に限り、線路設置費を適

用します。 

(2) 線路設置費の差額

負担 

ア 第１種ＩＰ通信網サービス契約者が現に利用している当社の電気通信

サービスに係る契約を解除すると同時に、新たに第１種ＩＰ通信網サー

ビス契約を締結して、その場所で第１種ＩＰ通信網サービスの提供を受

ける場合の線路設置費の額は、次のとおりとします。 

ただし、区域外線路の新設の工事を要するときは、この差額負担の規

定は適用しません。 

 新たに提供を受

ける第１種ＩＰ

通信網サービス

の線路設置費の

額 

－

解除する電気通信

サービスに係る契

約を新たに締結す

るとみなした場合

の線路設置費の額

＝

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 

 

イ 第１種ＩＰ通信網サービスの品目の変更の場合の線路設置費の額は、

次のとおりとします。 

 変更後の品目の

契約者回線を新

設するときの線

路設置費の額 

－

変更前の品目の契

約者回線を新設す

るときの線路設置

費の額 

＝

線路設置費の額

（残額があるとき

に限ります。） 

 

ウ アまたはイの規定は、契約者回線が異経路となる場合は適用しません。

 

２ 線路設置費の額 

１契約者回線につき区域外線路100mまでごとに 

区 分 線 路 設 置 費 の 額 

線路設置費 ６２，０００円（税込額 ６６，９６０円 ）

 

 

第３ 設備費 

１ 適用 

設備費の適用については、第52条(設備費の支払義務)の規定によるほか次のとおりとしま

す。 

区 分 内   容 

設備費の適用 設備費は、次の設備について適用します。 

ア 異経路による契約者回線の部分 

イ 特別な電気通信設備の部分 

 

２ 設備費の額 
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区 分 設 備 費 の 額 

設備費の額 別に算定する実費
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第４表 事務手数料 

第１ 適用 

手続きに関する料金の適用については、次のとおりとします。 

手続きに関する料金の適用 

(1) 事務手数料の適用 ＩＰ通信網サービス契約者からの請求により、当社のＤＮＳなどの設定また

は付加機能の提供もしくは内容の変更を行う場合には、ＩＰ通信網サービス

契約者は第２（料金額）に規定する事務手数料の支払いを要します。 

(2) 事務手数料の適用

除外または減免な

ど 

当社は、第２（料金額）の規定に係らず、事務処理の態様を勘案して別に定

めるところにより、事務手数料の適用を除外し、またはその額を減額して適

用することがあります。 

 

第２ 料金額 

 

１ 手続きに係るもの 

種 別 区 分 単 位 料金額 

ア 番号変更手数料 ＩＰ電話番号の変更をする場合 １入力ごとに 1,000円

（税込額1,080円）

 

２ ＤＮＳなどの設定に係るもの 

種 別 区 分 単 位 料金額 

ア プライマリＤＮＳ

初期設定料 

当社のＤＮＳ環境に、プライマ

リＤＮＳを設定することが必要

となる場合 

１ドメイン名に係る

設定ごとに 
5,000円

（税込額5,400円）

イ セカンダリＤＮＳ

初期設定料 

当社のＤＮＳ環境に、セカンダ

リＤＮＳを設定することが必要

となる場合 

基

本

額

１申込ごとに 
2,000円

（税込額2,160円）

加

算

額

１の申込みにお

いて、５ドメイン

名を超える場合、

５ドメイン名を

超える部分につ

いて、５ドメイン

ごとに 

5,000円

（税込額5,400円）

ウ ＤＮＳ設定料 当社のＤＮＳ環境の変更が必要

となる場合 
１設定ごとに 

2,000円

（税込額2,160円）

エ その他設定料 アからウ以外の設定が必要とな

る場合 

１設定ごとに 5,000円

（税込額5,400円）

（注）プライマリＤＮＳ初期設定と同時にセカンダリＤＮＳ初期設定の申込みがあった場合、イ（セ

カンダリＤＮＳ初期設定料）については支払いを減免することがあります。 

（注２）付加機能タイプ１のメニュー２を利用するＩＰ通信網サービス契約者に限っては、この表の

ア（プライマリＤＮＳ初期設定料）およびイ（セカンダリＤＮＳ初期設定料）の規定にかかわら

ず、３（付加機能に係るもの）の（１）の②のア（初期登録料）に規定するところによります。 

（注３）ＩＰｖ４、ＩＰｖ６それぞれに係る事務手数料となります。 
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３ 付加機能に係るもの 

 

(１) タイプ１に係るもの 

① メニュー１のもの 

種 別 区 分 単 位 料金額 

ア メールホスティング

登録料 

メールホスティング機能の利

用を開始する場合 

１機能ごとに 5,000円

（税込額5,400円）

イ ウェブホスティング

登録料 

ウェブホスティング機能の利

用を開始する場合 

１機能ごとに 5,000円

（税込額5,400円）

ウ ホームページアクセ

ス統計機能登録料 

ホームページアクセス統計機

能の利用を開始する場合 

１機能ごとに 3,000円

（税込額3,240円）

エ 大量通信制御機能登

録料 

大量通信制御機能の利用を開

始する場合 

１機能ごとに 50,000円

（税込額54,000円）

オ 大量通信制御機能設

定料 

大量通信制御機能の設定を変

更する場合 

１申込ごとに 3,000円

（税込額3,240円）

カ 各種変更手数料 メールアドレスの追加、メール

蓄積容量追加、ホームページ蓄

積容量追加、メーリングリスト

初期・追加、ウイルスチェック

設定変更、パスワード再発行な

どを行う場合 

１申込ごとに 

500円

（税込額540円）

（注）ＩＰｖ４、ＩＰｖ６それぞれに係る事務手数料となります。 

 

② メニュー２のもの 

種 別 区 分 単 位 料金額 

ア 初期登録料 ホスティングサービスの利用を

開始する場合（ＤＮＳ初期設定を

含みます。） 

１申込ごとに 
3,000円

（税込額3,240円）

イ 各種変更手数料 パスワード再発行などまたは付

加機能の変更をする場合 

１申込ごとに 258円

（税込額278円）

（注）ＩＰｖ４、ＩＰｖ６それぞれに係る事務手数料となります。 

 

(２) タイプ２に係るもの 

種 別 区 分 単 位 料金額 

ア 付加機能登録料 付加機能の利用を開始する場合 １申込ごとに 500円

（税込額540円）

イ 各種変更手数料 パスワード再発行などを行う場

合 

１申込ごとに 258円

（税込額278円）

（注）ＩＰｖ４、ＩＰｖ６それぞれに係る事務手数料となります。 
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第５表 附帯サービスに係る料金 

第１ 適用 

附帯サービスに係る料金について、次のとおりとします。 

 

Ａ 代行申請などに係るもの 

区 分 内   容 

(1) 代行申請などに係る

料金の適用 

ＩＰ通信網サービス契約者からの請求により、当社がＪＰＲＳなどへの代

行申請などを行う場合には、ＩＰ通信網サービス契約者は第２（料金額）

の支払いを要します。 

(2) 代行申請などに係る

料金の適用除外また

は減免など 

当社は、第２（料金額）の規定に係らず、代行申請などに係る事務処理の

態様を勘案して別に定めるところにより、代行申請などに係る料金の適用

を除外し、またはその額を減額して適用することがあります。 

 

Ｂ 請求先分割などに係るもの 

区 分 内   容 

(1) 請求先分割に係る料

金の適用 

別記11の規定に係るものについては、ＩＰ通信網サービス契約者は第２（料

金額）の支払いを要します。 

 

第２ 料金額 

 

Ａ 代行申請などに係るもの 

(１) ドメイン名申請手数料 

区 分 単 位 料金額 

ドメイン名に係るＪＰＲＳなどへの

代行申請手数料 
１のドメイン名申請ごとに 

1,000円

（税込額1,080円）

（注）上記の手数料のほか、ＪＰＲＳなどへの手数料（実費）が必要となります。 

 

(２) ドメインに係る維持管理料 

月額 

区 分 単 位 料金額 

ドメイン名維持管理料 １ドメイン名ごとに 500円

（税込額540円）

プライマリＤＮＳ維持管理料 １ドメイン名ごとに 1,000円

（税込額1,080円）

セカンダリＤＮＳ維持管理料 １ドメイン名ごとに 300円

（税込額324円）

（注）セカンダリＤＮＳ維持管理料は５ドメインまでは無料とします。 

 

(３) ＩＰアドレス申請手数料 

区 分 単 位 料金額 

ＩＰアドレスに係るＪＰＲＳなどへ

の代行申請手数料 

１申請ごとに 1,000円

（税込額1,080円）

（注）ＩＰｖ４アドレス、ＩＰｖ６アドレスそれぞれに係る申請手数料となります。 
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(４) ＩＰアドレス維持管理料 

月額 

区 分 単 位 料金額

ＩＰアドレス維持管理料 

ＩＰｖ４ ＩＰアドレス/24（256 個）までの管理

ごとに（※1） 

600円

（税込額648円）

ＩＰｖ６ ＩＰアドレス/48（280個）までの管理ご

とに 

600円

（税込額648円）

（※1）ＩＰ通信網サービス契約者の利用するＩＰアドレスの数が16までの場合は無料とします。 

（注）ＩＰｖ４アドレス、ＩＰｖ６アドレスそれぞれに係る維持管理料となります。 

 

(５) その他手数料 

区 分 単 位 料金額 

（１）および（３）以外のＪＰＲＳ

などに係るその他変更申請手数料 

１申請ごとに 1,000円

（税込額1,080円）

 
 
Ｂ 請求先分割などに係るもの 
(１) 請求先分割手数料 

月額 
区 分 料金額 

請求先分割手数料 200円（税込額216円）

 



 80

附 則 
（実施期日） 

１ この改正規定は、平成20年12月１日から実施します。 
（経過措置） 
２ 平成20年12月１日から平成21年３月31日までの間に、料金表第１表（料金）第２（付加機能

利用料）（１）の②に規定するホスティングパックサービスの新規申込みがあり、当社がその申込み

を承諾した場合は、当社は、そのホスティングパックサービスの提供を開始した日の属する暦月か

ら２ヶ月間に係る当該付加機能利用料の額および料金表第４表（事務手数料）第２（料金額）３の

（１）の②のアに規定する額に代えて、それぞれ０円を適用します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成21年２月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成21年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成21年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成22年３月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

この改正規定は、平成22年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成23年2月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成23年4月１日から実施します。 

２ この改定規定実施の際現に、平成23年4月1日をもって廃止したケイオプティ・サイバーポート

株式会社が定める高速インターネット接続サービス契約約款（以下「旧約款」といいます。）により

締結した契約は、この改定規定実施の日において、当約款の契約に移行したものとします。  

３ この改正規定実施の前に、旧約款に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通信サービ

スの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

４ この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱につ  
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 いては、なお従前のとおりとします 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成23年7月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成23年9月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成24年1月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成24年7月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

１ この改正規定は、平成24年10月１日から実施します。 

２ この改正規定実施の前に、改定前の料金表に基づき支払い、支払わなければならなかった電気通

信サービスの料金その他の債務については、なお従前のとおりとします。  

３ この改正規定実施の前に、その事由が生じた電気通信サービスに関する損害賠償の取扱について

は、なお従前のとおりとします 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成25年５月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成25年11月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成25年12月２日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成25年12月16日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成26年２月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成26年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成26年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成27年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成27年２月２日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成27年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成27年６月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成28年４月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成28年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成29年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成29年３月１日から実施します。 
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附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成29年７月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成30年１月１日から実施します。 

 

附 則 

（実施期日） 

 この改正規定は、平成30年2月１日から実施します。 

 


